
威
風
堂
々
！

　武
田
四
郎
勝
頼
隊

　出
陣
！

豊かな自然
歴史と文化に彩られた

果樹園交流のまち 甲州市
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広報

４月４日、武田の聖地・甲州市は甲府市で開催した
第４４回信玄公祭りに大和中学校と松里中学校の生
徒による「武田四郎勝頼隊」を結成し出陣しました。
武田家を偲び披露した優雅な巫女の舞、戦国時代を
思わせる威風堂々とした軍団行進など、“甲斐の武田”
の魂が脈々と時を経て、現代に蘇りました。
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♥美しさ

♥明るさ

♥優しさ

♥♥♥ ♥♥

♥生涯学習課
市民教養講座
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女子力女子力女子力女子力女子力

アロマでお部屋を爽やかに☆
～ルームスプレー作り～

＊日　時＊　6月11日（木）
　　　　　　午後７時～８時３０分
　　　　　　（受付：午後６時４５分）
＊講　師＊　中澤　諄子さん
＊会　場＊　甲州市民文化会館
　　　　　　２階　第３会議室
＊材料費＊　５００円
＊持ち物＊　５０ｍℓのスプレー容器
※作ったスプレーは持ち帰れます。

１
材料費
500円

夏目前！
インナーパワ－で
理想のボディーに☆

＊日　時＊　6月23日（火）
　　　　　　午後１時３０分～３時
　　　　　　（受付：午後１時１５分）
＊講　師＊　安達　恵さん
＊会　場＊　塩山ふれあい館（塩山小屋敷 1810）
＊持ち物＊
　ヨガマットまたは大きいバスタオル、汗拭き　
タオル、飲み物（必要な方）
※運動できる動きやすい服装でお越しください。
　（少し、動きがハードなヨガをします。）

2
無料

お茶の作法を学びましょう！

＊日　時＊　7月3日（金）
　　　　　　午後７時～８時３０分
　　　　　　（受付：午後６時４５分）
＊講　師＊　表千家：前嶋　宗芳さん
＊会　場＊　甲州市民文化会館
　　　　　　２階　第２会議室
＊参加費＊　４００円（お茶・菓子代）

3
◆申し込み・お問い合わせ先
　甲州市教育委員会
　生涯学習課  社会教育担当
　☎３２ ‐ ５０９７

　
女
子
力
（
じ
ょ
し
り
ょ
く
）
と
は
、

美
し
さ
や
優
し
さ
、
き
め
細
や
か

さ
、
明
る
さ
な
ど
、
き
ら
き
ら
と

輝
い
た
女
性
が
持
つ
力
。

　
「
今
年
こ
そ
は
、
女
子
力
を
上
げ

た
い
」、「
す
て
き
な
女
性
に
な
り

た
い
」、「
女
子
力
を
上
げ
る
た
め

に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と

思
っ
て
い
る
方
も
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
甲
州
市
教
育
員
会
で

は
、
女
性
が
自
ら
の
輝
き
を
再
発

見
し
て
、
喜
び
に
変
え
る
、
そ
ん

な
心
豊
か
な
生
活
を
応
援
し
よ
う

と
、
昨
年
度
か
ら
「
女
子
力
ア
ッ

プ
講
座
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
女
子
力
ア
ッ
プ
講
座

で
は
「
ア
ロ
マ
で
お
部
屋
を
爽
や

か
に
」、「
夏
目
前
！
イ
ン
ナ
ー
パ

ワ
ー
で
理
想
の
ボ
デ
ィ
ー
に
」、「
お

茶
の
作
法
を
学
び
ま
し
ょ
う
」
の

３
講
座
を
行
い
ま
す
。

　
女
子
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
に
は
、

ま
ず
は
内
面
か
ら
輝
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

　
仕
事
や
恋
愛
は
も
と
よ
り
、
趣

味
な
ど
を
充
実
す
る
こ
と
で
、
外

見
だ
け
で
は
な
く
、「
心
」
と
い
う

女
子
力
が
輝
き
ま
す
。

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
自
分
ら

し
い
輝
き
と
、
す
て
き
な
生
活
を

磨
く
女
性
を
応
援
し
ま
す
。

できる男は美しい！
男子力を磨きましょう！

詳細は、来月号広報をご覧ください。

女子力女子力女子力女子力女子力
女子力女子力女子力女子力女子力

♪受講対象者は市内在住、在勤の女性とします。
♪原則として３回通しての受講となります。
♪定員は３０名（先着順）となります。
♪定員になり次第締め切ります。
♪�受講料は無料です。
　ただし、実費をいただく講座があります。
♪�材料費等自己負担金は、各講座の受付時に集めます。
♪�申し込みは５月７日（木）より電話または直接市民文
化会館窓口にお申し込みください。
　（午前９時～午後５時、休祭日は除く。）

参加費
400円

♥
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甲
州
市
景
観
条
例
が

変
わ
り
ま
し
た
。

３
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
（
表
面
積
）

を
超
え
る
太
陽
光
発
電
の
設
置
に

手
続
き
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

環 境 景 観

➡

まち並みとの調和がキーワード
甲州市らしい美しい景観形成

　
市
で
は
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
の

表
面
積
の
合
計
が
３
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
自
立
式
の
太
陽

光
発
電
設
備
の
設
置
の
手
続
き
に
、

甲
州
市
景
観
計
画
に
よ
る
届
出
を

義
務
付
け
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
は
、
豊
か
な
自
然

に
恵
ま
れ
た
果
樹
園
の
広
が
る
景

観
を
保
全
・
育
成
し
て
い
く
こ
と

の
計
画
計
画
の
基
本
方
針
に
、
建

物
や
工
作
物
の
高
さ
、
形
状
、
色

彩
な
ど
、
周
囲
の
ま
ち
並
み
と
の

調
和
を
配
慮
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
本
市
特
有
の
景

観
を
貴
重
な
地
域
資
源
と
し
て
将

来
に
継
承
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　
ま
た
、
甲
州
市
太
陽
光
発
電
設

備
設
置
事
業
指
導
要
綱
に
あ
る
、

設
置
区
域
内
及
び
そ
の
周
辺
の
地

域
に
お
け
る
災
害
の
防
止
に
も
寄

与
さ
れ
ま
す
。

　
近
年
、
開
発
行
為
に
よ
る
大
規

模
の
太
陽
光
発
電
設
置
は
、
地
域

の
景
観
形
成
は
も
と
よ
り
、
地
域

経
済
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
市
で
は
、
自
然
再
生
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
な
ど
の
環
境
施

策
に
、「
甲
州
市
ら
し
い
美
し
い
景

観
形
成
」
と
い
う
一
定
の
運
用
ル

ー
ル
を
設
け
、
地
域
経
済
の
発
展

と
、
優
し
い
景
観
に
包
ま
れ
る
甲

州
市
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。
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太陽光発電設備設置事業指導
要綱手続きフローチャート

事前相談

概要計画の確認（協議事項の確認）

事前協議成立

地元説明会等の開催

届　　出

着手届

完了届

現地確認

＊次のいずれかに該当する設備の設置事業
　の場合
①設置する土地の面積が５００平方メート
　ルを超える場合
②ソーラーパネルの表面積の合計が３００
　平方メートルを超える場合
③甲州市景観条例に規定する景観形成重点
　地区に指定された区域内の場合
④甲州市伝統的建造物群保存地区保存条例
　で定められた区域内の場合
⑤山梨県自然環境保全条例に定められた自
　然環境地区内の場合
⑥その他、市長が特別に指定した区域内の
　場合
※�同一事業者がすでに施工または施工中の
施設設置事業に接続してさらに事業を行
う場合は、その全ての面積の合計を対象
とする。

＊事前協議＊
〇農地、山林に関わる場合

・・・産業振興課
〇赤道（あかみち）等公共施設に関わる場合

・・・・・建設課
〇埋蔵文化財の有無に関わる場合

・・・・文化財課
〇景観、公園等に関わる場合

・・・都市整備課
※ その他、必要に応じて協議を行い

ます。

景観の届出
（行為着手の３０日前まで）

景観形成基準適合通知
（指導要綱の届出に添付）

設置工事実施

◆お問い合わせ先
・太陽光発電設備の設置に関すること
　環境政策課　環境政策担当
　☎３３‐４４０４
・景観条例に関すること
　都市整備課　計画指導・景観担当
　☎３２‐５０７２

ソーラーパネルの表面積の
合計が３００平方メートル
を超える場合
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介
護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
事

業
計
画
と
と
も
に
、
３
年
ご
と
に

見
直
さ
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
高
齢
化
が
進
み
、
多

様
化
す
る
介
護
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

を
積
極
的
に
図
る
た
め
、
平
成
27

年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
の
３

年
間
を
期
間
と
す
る
「
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
・
第
６
期
介
護
保
険

事
業
計
画
」
を
策
定
し
、
介
護
保

険
料
を
改
定
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
料
金
改
定
の
も
と
と
な

る
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、「
高
齢

者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
、
健
康

で
い
き
い
き
と
安
心
し
て
く
ら
す

こ
と
が
出
来
る
地
域
づ
く
り
」
を

基
本
理
念
に
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん

が
、
健
康
で
生
き
が
い
を
持
ち
な

が
ら
、
安
心
し
て
充
実
し
た
日
常

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

各
種
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

介護保険の財源内訳

国・県・市
50％

65歳以上
の保険料
22％

40 歳～ 64 歳
の保険料

28％

①�国が定める介護保険の財源全体に占める
保険料の負担割合が変わりました。　
　旧２１％➡新２２％
②�公費を投入し第 1段階の低所得者の保険
料軽減を拡充しました。
　料率　０．５➡０．４５
③�保険料の段階を所得に応じた負担になる
ように細分化しました。
　８段階➡１３段階

ここがポイント！

◆お問い合わせ先　介護支援課　介護保険担当　☎３２‐５０６６

平成 27年度～ 29年度

介護保険料が
変わりました。

６５歳以上の方の保険料
６５歳以上の方の保険料は、甲州市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まり
ます。７月上旬に年額保険料が確定した通知をお送りします。

基準額の決まり方

甲州市で必要な
介護サービスの
総費用

×

65歳以上の方の
負担分22％

÷

甲州市に住む
65歳以上の方の

人数

＝
基準額
（年額）
65,592円

7月からコンビニ等で
保険料が納付できます
これまでの指定金融機関等の窓口
や口座振替に加えて、７月からコ
ンビニエンスストア、ゆうちょ銀
行・郵便局でも保険料の納付がで
きるようになります。

２２％
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所得段階 対　象　と　な　る　方 調整率 保険料（年額）

第 1段階

・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が８０万円以下の方

基準額× 0.45 29,500

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方

基準額× 0.75 49,100

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が１２０万円を超える方

基準額× 0.75 49,100

第４段階
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非
課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
８０万円以下の方

基準額× 0.9 59,000

第５段階
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非
課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
８０万円を超える方

基準額× 1 65,500

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円未満の方

基準額× 1.2 78,700

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円以上１９０万円未満の方

基準額× 1.3 85,200

第８段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
１９０万円以上２９０万円未満の方

基準額× 1.5 98,300

第９段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
２９０万円以上４９０万円未満の方

基準額× 1.7 111,500

第１０段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
４９０万円以上６９０万円未満の方

基準額× 1.8 118,000

第１１段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
６９０万円以上８９０万円未満の方

基準額× 1.9 124,600

第１２段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
８９０万円以上１，０９０万円未満の方

基準額× 2 131,100

第１３段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
１，０９０万円以上の方

基準額× 2.1 137,700

平成27年度から29年度の保険料の基準額65,592円（年額）
各段階の保険料（年額）は、所得に応じた負担になるように、１３段階の保
険料に分かれています。「基準額」に調整率を掛け、１００円未満の端数を切
り捨てます。

※合計所得金額：「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
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軽自動車税の税率改正について
平成２７年度から軽自動車税の税率が一部変更となります。

　●平成２７年度軽自動車税について

種　　別
年税額（円）

平成２７年度まで 平成２８年度以降

原動機付自転車

５０cc以下 １，０００ ２，０００
５０cc超９０cc 以下 １，２００ ２，０００
９０cc超１２５cc以下 １，６００ ２，４００
ミニカー ２，５００ ３，７００

小型特殊自動車

農耕用のもの １，６００ ２，４００
農耕トラクター及び
農業用薬剤散布車（ＳＳ） ３，１００ ３，９００
その他 ４，７００ ５，９００

二輪の小型自動車（２５０cc超） ４，０００ ６，０００
軽二輪（側車付を含む）１２５cc超２５０cc以下 ２，４００ ３，６００

種　　別
年税額（円）

平成27年３月31日
までの登録車両

平成27年４月１日
以降の登録車両

軽
自
動
車

三輪 ３，１００ ３，９００

四輪貨物
自家用 ４，０００ ５，０００

営業用 ３，０００ ３，８００

四輪乗用
自家用 ７，２００ １０，８００

営業用 ５，５００ ６，９００

◆お問い合わせ先　税務課　市民税担当　☎３２‐５０６９

○
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

　

�　
平
成
27
年
4
月
1
日
以
降
に
新
規
取
得

（
新
車
で
購
入
）
し
た
車
両
に
対
し
、
平

成
27
年
度
分
か
ら
自
家
用
乗
用
車
は
１
・

５
倍
、
そ
の
他
の
区
分
の
車
両
は
約
１
・

２
５
倍
に
引
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　

�　
平
成
27
年
度
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

は
、
平
成
27
年
3
月
31
日
ま
で
に
取
得
さ

れ
て
い
る
車
両
に
つ
い
て
は
旧
税
率
が
適

用
さ
れ
、
平
成
27
年
4
月
1
日
に
新
規
取

得
さ
れ
た
車
両
に
係
る
税
率
の
み
、
新
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

○
原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
車
・
小
型
特
殊
自
動
車

　

�　
平
成
27
年
度
分
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
原
動
機
付
自

転
車
・
二
輪
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
税
率
に

つ
い
て
、
施
行
日
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
適
用
開
始

時
期
を
1
年
延
期
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
新
税

率
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度
以
後
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
災
害
対
策

・
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給

・
被
災
者
台
帳
の
作
成
事
務
な
ど

　
ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き
に
お

い
て
は
、
事
業
主
や
証
券
会
社
、
保
険
会

社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
た
め
、
勤
務
先
や
証
券
会
社
、
保

険
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
に
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

お知らせします。
マイナンバー制度

②

◎ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
っ
て
ど
う
い
う

場
面
で
使
う
の
？

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
社
会
保
障
、
税
、
災

害
対
策
の
行
政
手
続
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

■
社
会
保
障

・
年
金
の
資
格
取
得
や
確
認
、
給
付

・�

雇
用
保
険
の
資
格
取
得
や
確
認
、
給
付

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
事
務

・
医
療
保
険
の
手
続
き

・�

福
祉
分
野
の
給
付
、
生
活
保
護
な
ど

■
税

・�

確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
き
な
ど

　

具
体
的
に
は…
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◆お問い合わせ先　税務課　市民税担当　☎３２‐５０６９

○
軽　
課

　
（
グ
リ
ー
ン
化
特
例
。
平
成
28
年
度
の
み
適
用
。）

　
平
成
27
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に

新
規
取
得（
新
車
で
購
入
）し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
、

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小

さ
い
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
を
、

新
税
率
に
対
し
て
25
％
～
75
％
軽
減
す
る
特
例
措
置
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

①
税
率
が
概
ね
75
％
軽
減
さ
れ
る
も
の

　
電
気
自
動
車
及
び
天
然
ガ
ス
自
動
車
（
平
成
21
年
排
出

ガ
ス
規
制
に
適
合
し
、
か
つ
、
平
成
21
年
排
出
ガ
ス
基
準

値
よ
り
10
％
以
上
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
少
な
い
も
の
）

②
税
率
が
概
ね
50
％
軽
減
さ
れ
る
も
の

　
平
成
17
年
排
出
ガ
ス
基
準
値
よ
り
75
％
以
上
窒
素
酸
化

物
等
の
排
出
量
が
少
な
い
も
の
の
う
ち
、
乗
用
の
も
の
に

つ
い
て
は
平
成
32
年
度
燃
費
基
準
値
よ
り
20
％
以
上
燃
費

性
能
の
い
い
も
の
（
揮
発
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す
る

軽
自
動
車
に
限
る
）、
貨
物
用
の
も
の
に
つ
い
て
は
平
成
27

年
度
燃
費
基
準
値
よ
り
35
％
以
上
燃
費
性
能
の
良
い
も
の

（
揮
発
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
す
る
軽
自
動
車
に
限
る
）

③
税
率
が
概
ね
25
％
軽
減
さ
れ
る
も
の

　
平
成
17
年
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
、
か
つ
、
平
成
17

年
排
出
ガ
ス
基
準
値
よ
り
75
％
以
上
窒
素
酸
化
物
等
の
排

出
量
が
少
な
い
も
の
の
う
ち
、
乗
用
の
も
の
に
つ
い
て
は

平
成
32
年
度
燃
費
基
準
を
満
た
す
も
の
（
揮
発
油
を
内
燃

機
関
の
燃
料
と
す
る
軽
自
動
車
に
限
り
、
②
の
軽
自
動
車

を
除
く
）、
貨
物
用
に
つ
い
て
は
平
成
27
年
度
燃
費
基
準
値

よ
り
15
％
以
上
燃
費
性
能
の
良
い
も
の
（
揮
発
油
を
内
燃

機
関
の
燃
料
と
す
る
軽
自
動
車
に
限
り
、
②
の
軽
自
動
車

を
除
く
）

種　　別
年税額（円）

最初の新規検査から
１３年超

軽
自
動
車

三輪 ４，６００

四輪貨物
自家用 ６，０００
営業用 ４，５００

四輪乗用
自家用 １２，９００
営業用 ８，２００

種　　別
年税額（円）

７５％軽課 ５０％軽課 ２５％軽課

軽
自
動
車

三輪 １，０００ ２，０００ ３，０００

四輪貨物
自家用 １，３００ ２，５００ ３，８００
営業用 １，０００ １，９００ ２，９００

四輪乗用
自家用 ２，７００ ５，４００ ８，１００
営業用 １，８００ ３，５００ ５，２００

 
○ 
重　
課

　
 （

平
成
28
年
度
以
降
に
適
用
。
平

成
27
年
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。）

　

�　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
税
に
つ

い
て
は
、
最
初
の
新
規
検
査
か
ら

13
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年

度
の
翌
年
度
か
ら
、
新
税
率
に
対

し
て
20
％
重
課
さ
れ
た
額
が
課
税

さ
れ
ま
す
。

※�

電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
軽
自
動

車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
軽
自
動
車
等
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　●平成２８年度以降の軽自動車税について

■
災
害
対
策

・
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給

・
被
災
者
台
帳
の
作
成
事
務
な
ど

　
ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き
に
お

い
て
は
、
事
業
主
や
証
券
会
社
、
保
険
会

社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
た
め
、
勤
務
先
や
証
券
会
社
、
保

険
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
に
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

◎マイナンバー制度の詳しい情報
　マイナンバー（社会保障・税番号制度）
　※内閣官房ホームページ
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆マイナンバー制度のお問い合わせ先
　全国共通ナビダイヤル
　☎０５７０‐２０‐０１７８
◆市役所のお問い合わせ先
　政策秘書課　政策調整担当
　☎３２‐５０６４
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への
参加農家を募集しています

農村ワーキングホリデー へのへのへの
参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています

農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー へのへのへの
参加農家を募集しています参加農家を募集しています参加農家を募集しています

平成２７年度　地域農業支援・営農技術取得支援事業
「甲州市農業支援員」を募集します。

本市へ移住し、基幹産業である果樹農業技術の取得と地域住民と共に集落の活性化を図るために活動する
“甲州市農業支援員”を募集します。

　市では、農業に関心がある人や農業に取り組んでみたい人と、農繁期の手助けを必要としている農家を結び
つけ、都市と市内の農業者の双方が、お互いの足りないところを補い合うパートナーシップを確立するとともに、
将来、就農を希望する方に対する心構えなど、農業全般を体験する場とすることを目的に「農村ワーキングホ
リデー」事業を実施します。
　関心のある皆さんのご参加をお待ちしています。
■内　容
　�　農業や農村に関心があり、１８歳以上で、まじめに農作業をやってみたいという方が、２泊３日を基本に
市内の農家に宿泊し、農繁期の農家の手助けとして農業を体験します。

■受入農家・参加要件　
　⑴募集農家数…２０戸程度
　⑵参加要件　
　　①自宅や別宅において、宿泊及び食事を無償で提供することができる方。
　　②農業体験者と良好なコミュニケーションを図りながら、農家の生活や農業を教えることが出来る方。
　　③市が開催する「受入農家研修会」に参加できる方。
■農業体験参加者資格
　⑴農業や農村に関心があり、18歳以上で、まじめに農作業をやってみたいという方。�
　⑵受入農家と良好なコミュニケーションが図られる方。
　⑶原則として、２泊３日で農家民泊のできる方。�
■受入農家及び農業体験者の参加費
　⑴受入農家　農業体験者への賃金等は発生しませんが、宿泊、食事の提供を行っていただきます。
　⑵�農業体験者　参加費は無料ですが、現地までの交通費等は参加者の自己負担となります。本事業はあくま

で農作業の体験ですので、賃金等は支払われません。
■受入農家と体験者のマッチング
　申し込みは、市役所産業振興課で受け付け、希望農家とのマッチング・調整を行い、双方に連絡します。
■受入農家研修会
　受入を希望する農家の方を対象とした研修会を定期的に実施します。
※詳しくは、産業振興課果樹農林担当までお問い合わせください。

■募集期間　５月18日（月）まで
■応募資格
・�現在 3大都市圏等（過疎・山村・離島・半島地
域以外の都市地域）に住民票がある方で、委嘱後
に甲州市へ住民票を移動して甲州市内に居住でき
る方

�・�果樹農業と地域活性化に意欲があり、熟練農業
者等の指導のもと、誠実に農作業や地域活動を
行うことができる方

・�地域の祭りや行事など地域活動に積極的に参加で
きる方

・普通自動車運転免許を所持している方

・�活動期間終了後も、甲州市に定住し農業に取り組
む方

■募集定員　５名
■募集説明会
　日　時　5月11日（月）午後 2時～ 4時
　場　所　市役所本庁舎　１階　市民ギャラリー

◆申し込み・お問い合わせ先
　産業振興課　果樹農林担当
　☎３２‐５０９２
※�募集要項等、詳細は市のホームページをご覧くだ
さい。
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への
参加農家を募集しています

農村ワーキングホリデー農村ワーキングホリデー　
　

　
　

　
市
で
は
、
新
規
就
農
者
を
応
援
す
る

た
め
、
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

積
極
的
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
！

◎
甲
州
市
就
農
定
着
支
援
事
業

　

市
で
は
就
農
を
希
望
す
る
方
へ
の
農
業
技
術
の
習
得

等
を
支
援
す
る
た
め
、優
れ
た
技
術
を
持
つ
農
業
者
（
ア

グ
リ
マ
ス
タ
ー
）
の
指
導
の
下
で
、
就
農
に
必
要
な
実

践
的
な
技
術
を
習
得
す
る
長
期
研
修
の
受
講
希
望
者（
研

修
生
）
を
募
集
し
ま
す
。

■
研
修
生
の
募
集
作
物
及
び
募
集
数

　
果
樹
等
を
栽
培
希
望
の
方　
５
名

■
募
集
期
間

　
５
月
７
日
（
木
）
～
５
月
18
日
（
月
）

■
支
援
研
修
の
内
容

　

�

ア
グ
リ
マ
ス
タ
ー
の
も
と
で
、
研
修
生
の
自
立
に
向

け
た
次
の
内
容
で
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

①
栽
培
技
術
の
習
得
研
修

②
農
業
経
営
管
理
手
法
の
習
得
研
修

③
農
作
物
の
流
通
・
販
売
に
関
す
る
研
修

④�

そ
の
他
研
修
生
の
自
立
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
研
修

な
ど

■
研
修
生
の
要
件

　

�

募
集
す
る
研
修
生
は
、
次
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す

方
と
し
ま
す
。

①�

就
農
に
対
し
強
い
意
欲
を
持
ち
、
研
修
終
了
後
、
市

内
へ
就
農
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
方

②�

ア
グ
リ
マ
ス
タ
ー
の
指
導
の
下
で
の
研
修
が
実
施
で

き
る
基
礎
的
な
知
識
・
技
術
等
を
有
す
る
方

③�

ア
グ
リ
マ
ス
タ
ー
の
指
導
に
従
い
、
研
修
を
継
続
で

き
る
と
見
込
ま
れ
る
方
な
ど

■
研
修
期
間　
１
年

■
支
援
内
容

　

�

研
修
期
間
中
の
研
修
手
当
て
と
し
て
1
ヶ
月
あ
た
り

５
万
円
以
内
を
支
給
。

◎
甲
州
市
親
元
就
農
支
援
事
業

　
市
で
は
、
農
業
に
お
け
る
将
来
の
担
い
手
の
確
保
及

び
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
27
年
４
月

１
日
以
降
に
親
元
に
就
農
を
予
定
し
て
い
る
、
次
の
対

象
者
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

�

農
業
者
の
２
親
等
内
の
直
系
卑
属
で
あ
っ
て
次
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方

①�

市
内
に
住
所
を
有
し
、
市
内
で
農
業
経
営
を
行
う
方

②�

年
間
農
業
従
事
日
数
を
１
５
０
日
以
上
予
定
す
る
方

③
就
農
日
に
お
け
る
年
齢
が
45
歳
未
満
の
方

④�

確
定
申
告
、
ま
た
は
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
で
事

業
専
従
者
と
す
る
予
定
の
方

※�

た
だ
し
、
上
記
す
べ
て
に
該
当
し
て
も
、
青
年
就
農

給
付
金
を
受
け
て
い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
補
助
金
交
付
額

　

�

１
年
間
（
４
月
１
日
～
翌
年
３
月
31
日
）
に
つ
き

10
万
円

■
申
請
に
必
要
な
物

　
親
元
就
農
支
援
補
助
金
交
付
申
請
書
等

◎ 

甲
州
市
農
機
具
等
登
録
制
度

　
【
農
機
具
バ
ン
ク
】
事
業

　
市
で
は
、
不
要
と
な
っ
た
農
機
具
等
の
有
効
活
用
を

通
し
て
農
業
者
の
皆
さ
ん
を
支
援
す
る
制
度
、
農
機
具

等
登
録
制
度「
農
機
具
バ
ン
ク
」事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
使
用
可
能
で
、
不
用
と
な
っ
た
農
機
具
等
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
農
機
具
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
お
願
い
し
ま

す
。

◆お問い合わせ先　産業振興課　果樹農林担当　☎３２‐５０９２

農家の皆様のご協
力をお願いします

■スプリンクラーでの散水について
　農園において畑かん施設（スプリンク
ラー等）で散水を行う方にお願いです。
��「スプリンクラーの散水の水が道路に飛
び出て、通行の妨げになっている」、「車
など運転しているときに危険が生じる」
といった苦情が寄せられます。
��利用の際には、道路に面している部分
のスプリンクラーの角度調整、飛散防止
対策（ビニール等を張る）にご配慮くだ
さいますようお願いします。

■爆音機の使用について
　有害鳥獣被害防止のため、やむを得ず
爆音機を使用する場合は、周辺の地域住
民への騒音による迷惑を十分に考慮し、
次の点に注意してください。
◎�地域において最小限必要とする期間に
使用する。

◎�日没後１時間から日の出前１時間まで
は使用しない。

◎爆音の間隔をあけて設定する。
��以上のことに注意しながら使用し、住
みよい地域にできるようご配慮をお願い
します。

■農耕用車両等について
　スピードスプレーヤー、トラクターな
ど農耕用車両等による作業中の衝突・横
転等の事故には十分注意し、道路等に泥
やごみを落とさないようにご配慮をお願
いします。
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測定地点 地上５ｃｍ
測定値

地上１ｍ
測定値

市役所本庁舎 0.043� 0.042�
市役所勝沼支所 0.059� 0.059�
市役所大和支所 0.081� 0.082�
下柚木公会堂 0.037� 0.050�
平沢共選所 0.058� 0.073�
旧神金第２小中学校一ノ瀬分校 － －
落合ＮＴＴ交換センター前 0.074� 0.061�
旧天目分校 0.058� 0.067�

測定地点 地上５ｃｍ
測定値

地上１ｍ
測定値

松里保育所 0.079� 0.089�
奥野田保育所 0.051� 0.061�
大藤保育所 0.060� 0.051�
神金保育所 0.066� 0.049�
東雲保育所 0.044� 0.051�
大和保育所 0.065� 0.072�
千野保育園 0.051� 0.059�
塩山愛育園 0.055� 0.053�
みいづ保育園 0.052� 0.051�
泉保育園 0.067� 0.083�
赤尾保育園 0.046� 0.042�
たんぽぽ保育園 0.073� 0.060�
勝沼保育園 0.068� 0.049�
岩崎保育園 0.069� 0.076�
塩山カトリック幼稚園 0.054� 0.044�
菱山児童クラブ 0.071� 0.057�

測定地点 地上５ｃｍ
測定値

地上１ｍ
測定値

塩山南小学校 0.046� 0.051�
塩山北小学校 0.045� 0.056�
奥野田小学校 0.056� 0.058�
松里小学校 0.050� 0.060�
井尻小学校 0.056� 0.063�
大藤小学校 0.065� 0.061�
神金小学校 0.055� 0.051�
玉宮小学校 0.066� 0.069�
勝沼小学校 0.059� 0.042�
祝小学校 0.067� 0.051�
東雲小学校 0.061� 0.059�
菱山小学校 0.067� 0.057�
大和小学校 0.074� 0.074�
塩山北中学校 0.059� 0.048�
塩山中学校 0.036� 0.047�
松里中学校 0.050� 0.052�
勝沼中学校 0.050� 0.049�
大和中学校 0.067� 0.069�

●公共施設等

●保育施設・児童クラブ

●小中学校

■測定結果の評価等
　国が目標値としている、年間１ミリシーベルト（1,000 マイクロシーベルト）における屋外の放射線量率
　毎時０．１９マイクロシーベルトを超える数値は検出されていません。

　３月１２日に市内教育施設、保育施設等４１地点で空間放射線量の調査を実施しました。結果は次のとおり
です。測定結果については、あくまでも参考値です。
※旧神金第２小中学校一ノ瀬分校の測定については、残雪があり測定地点に行けないため、測定不能。

甲州市内空間放射線量調査結果

■表示単位：μＳｖ／ｈ（マイクロシーベルト／時）
　※１時間当たりに人が影響を受ける放射線の強さ
■測定条件等
　測定日　�：３月１２日（木）
　測定方法：�電源オン後４０秒を１回目とし、１０秒

ごと４回測定　　計５回測定
　　　　　　�最高値と最低値を除いた３回の平均を測

定値としています。
　測定者　：市職員
　測定機器：日立アロカメディカル社製
　　　　　　ＴＣＳ－１７２
　　　　　（NaI シンチレーションサーベイメータ）

◆お問い合わせ先　環境政策課　環境政策担当　☎３２‐２１１１（内２４３・２４４）
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消
防
団
役
員
の
紹
介

・
本　
団

　
団　
長　
　
　
橋
爪　
孝
裕

　
副
団
長　
　
　
三
森　
一
広

　
　
〃　
　
　
　
古
屋　
二
三
夫

　
　
〃　
　
　
　
篠
塚　
修

　
　
〃　
　
　
　
南　
　
淳
一

・
塩
山
分
団

　
分
団
長　
　
　
雨
宮　
幸
博

　
副
分
団
長　
　
樋
口　
慶
太

　
　

��

〃��　
　
　
廣
瀬　
尚
武

　
第
１
部
長　
　
武
井　
利
晃

　
第
２
部
長　
　
岡　
　
成
禎

　
第
３
部
長　
　
廣
瀬　
亮

　
第
４
部
長　
　
雨
宮　
浩
史

　
第
５
部
長　
　
雨
宮　
元
樹

・
奥
野
田
分
団

　
分
団
長　
　
　
反
田　
雄
樹

　
副
分
団
長　
　
丸
山　
元
樹

　
　

��

〃��　
　
　
武
藤　
健
一

　
第
１
部
長　
　
木
下　
優
人

　
第
２
部
長　
　
宮
原　
一

　
第
３
部
長　
　
芦
澤　
勇

　
第
４
部
長　
　
那
須　
三
紀

・
松
里
分
団

　
分
団
長　
　
　
古
屋　
浩
司

　
副
分
団
長　
　
岡
部　
順
一

　
　

��

〃��　
　
　
武
居　
基

　
第
１
部
長　
　
古
屋　
卓
也

　
第
２
部
長　
　
池
田　
良
平

　
第
３
部
長　
　
土
屋　
和
彦

　
第
４
部
長　
　
佐
野　
洋
幸

　
第
５
部
長　
　
相
澤　
孝
夫

・
玉
宮
分
団

　
分
団
長　
　
　
広
瀬　
修

　
副
分
団
長　
　
久
保　
亘

　
　

��

〃��　
　
　
向
山　
敏

　
第
１
部
長　
　
雨
宮　
学

・
大
藤
分
団

　
分
団
長　
　
　
小
室　
治
久

　
副
分
団
長　
　
三
森　
達
也

　
　

��

〃��　
　
　
茂
手
木　
和
記

　
第
１
部
長　
　
萩
原　
輝

・
神
金
分
団

　
分
団
長　
　
　
新
田　
哲
也

　
副
分
団
長　
　
田
邉　
好
樹

　
　

��

〃��　
　
　
中
村　
好
一

　
第
１
部
長　
　
広
瀬　
政
喜

　
第
２
部
長　
　
雨
宮　
智
紀

　
第
３
部
長　
　
手
塚　
茂
仁

　
第
４
部
長　
　
田
邉　
健
一

　
第
７
部
長　
　
志
村　
陽
介

　
第
８
部
長　
　
田
中　
初
夫

　
第
９
部
長　
　
田
邉　
信
次

・
勝
沼
分
団

　
分
団
長　
　
　
小
澤　
泰
之

　
副
分
団
長　
　
渡
邊　
光

　
　

��

〃��　
　
　
小
林　
勇
人

　
第
１
部
長　
　
久
保
田　
雅
史

　
第
２
部
長　
　
丸
山　
浩
一

　
第
３
部
長　
　
天
野　
秀
太
朗

　
第
５
部
長　
　
雨
宮　
吉
成

　
第
６
部
長　
　
志
村　
和
明

　
第
７
部
長　
　
佐
藤　
和
也

・
祝
分
団

　
分
団
長　
　
　
神
田　
満

　
副
分
団
長　
　
金
井　
巌

　
　

��

〃��　
　
　
高
野　
晃

　
第
1.2
部
長　
　
後
藤　
一
隆

　
第
3.4
部
長　
　
金
井　
勝
也

　
第
５
部
長　
　
雨
宮　
久

・
東
雲
分
団

　
分
団
長　
　
　
辻　
　
寛
治

　
副
分
団
長　
　
岩
佐　
宣
寿

　
　

��

〃��　
　
　
大
澤　
秀
一

　
第
１
部
長　
　
小
林　
昌
司

　
第
２
部
長　
　
山
下　
浩
樹

　
第
３
部
長　
　
谷
内　
邦
行

　
第
４
部
長　
　
三
浦　
宏
友

・
菱
山
分
団

　
分
団
長　
　
　
佐
藤　
陽
一
郎

　
副
分
団
長　
　
古
屋　
英
章

　
　

��

〃��　
　
　
佐
藤　
裕
一

　
第
１
部
長　
　
内
田　
瑛
一
郎

　
第
２
部
長　
　
奥
田　
純

　
第
３
部
長　
　
飯
塚　
浩

　
第
４
部
長　
　
高
橋　
義
英

・
大
和
分
団

　
分
団
長　
　
　
荻
原　
正
人

　
副
分
団
長　
　
佐
藤　
和
正

　
　

��

〃��　
　
　
古
屋　
和
彦

　
第
１
部
長　
　
佐
藤　
治
郎

　
第
２
部
長　
　
有
賀　
一
則

　
第
３
部
長　
　
雨
宮　
尚

　
第
４
部
長　
　
手
塚　
公
彦

　
第
５
部
長　
　
塩
野　
清
一

　
第
６
部
長　
　
佐
藤　
武
雄

　
第
８
部
長　
　
佐
藤　
純
一

　
第
９
部
長　
　
平
山　
弘
之

　
第
10
部
長　
　
林　
　
洋
平

橋爪団長から新入団員に辞令が交付されました

　
甲
州
市
消
防
団
は
４
月
１
日
、
勝
沼
市
民
会
館
で
辞

令
交
付
式
を
行
い
ま
し
た
。
新
た
に
44
名
が
入
団
し
、

甲
州
市
消
防
団
の
団
員
は
９
４
０
名
と
な
り
ま
し
た
。

　
橋
爪
消
防
団
長
の
も
と
、
消
防
団
は
防
火
防
災
活
動

に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に

甲
州
市
消
防
団

地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に

地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に
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五月病やうつ病は脳内のホルモンの
働きが弱ることが原因？

　五月病やうつ病の原因を調べると、様々な仮説があ
りますが、その１つに脳内ホルモンのセロトニンの働
きが弱まり倦怠感や虚脱感などが高まるという話が
あります。セロトニンには、脳内ホルモン全体の働き
を指揮する働きがあり、こころを穏やかに保つ、自律
神経を整える等の作用がある事が分かっています。う
つ病や五月病の改善方法には、体を動かす、ストレス
を溜めない、規則正しい生活リズムを心がける等あり
ますが、これはセロトニンの分泌や働きを促す効果が
あることが分かっています。

５月は心身ともに疲れが出やすい時期
こころの健康づくりを考えよう

◆お問い合わせ先
　国保年金課　☎３２‐２１１１
　国保年金担当（内１１２～１１４）
　保健事業担当（内１１５）

国保いきいきライフ通信

《セロトニンの分泌を促す方法》
・家族友達等とコミュニケーションをとる
・起床 /就寝の時間を整える
・朝陽を浴びる
・リズミカルな運動をする
・バランスよく食べ、よくかむ

● 5 月に多いこころの風邪、「五月病」 ●
　五月病とは、新社会人、人事異動等で新しい環境に身をおいて１ヶ月、
倦怠感や虚脱感等を伴う心と体の一時的な不調を示す俗語です。
　五月病はだいたい１～２ヶ月で自然と症状がよくなると言われています
が、まれに重症化しうつ病になることもあります。長引く場合は心療内科
等へ受診する必要もあるので早期に気づき、重症化を予防しましょう。

普段から規則正しい生活で
脳内ホルモン「セロトニン」の

働きをサポートしましょう
　甲州市国保医療情報を分析した結果、「ス
トレス関連障害」や「気分障害（うつ病含む）」
で受診する方が２０歳代から出始め、どの年
代でも受診率は比較的高い状況です。規則正
しい生活がストレスへの耐性を高め、予防に
つながります。今の生活リズムを見直してみ
る事から始めてみましょう。

眠れない日々が増え、不安になった
ら、まず健康相談をご利用ください。
　眠れない日々が続くと不安ですよね。眠れない
夜を過ごすのは辛い……睡眠薬を飲んだら楽かな
……と考える事があると思います。国保加入者の
医療情報から、一人の方が複数の医療機関から重
複して処方されている薬の多くが睡眠薬という事
が分かりました。服用している方にお話を伺うと、
「薬を飲み眠るが、途中で目覚めてしまいその都度
服用するために、薬をたくさん欲しくなる」と話
される方が多い印象です。また、薬をたくさん飲
むことで日中眠気に襲われたりと日常生活に支障
が出ている方もいらっしゃいます。健康を守るた
めに飲み始めた睡眠薬で健康を害してしまうのは
とても残念です。自分の眠りに心配が出てきたと
きは、日常生活を見直すことで睡眠が改善できる
場合もありますので国保健康相談をご利用くださ
い。

●
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高齢者
の

高齢者
の 地域包括支援センター

もしも突然家族に介護が必要になったら・・・
　

甲
州
市
に
お
け
る
高
齢
化

率
は
30
％
を
超
え
、
3
人
に

一
人
は
65
歳
以
上
に
な
っ
て

い
ま
す
。
高
齢
化
が
進
み
、

誰
に
と
っ
て
も
介
護
す
る
こ

と
も
さ
れ
る
こ
と
も
ご
く
普

通
の
生
活
の
一
部
に
な
っ
て

い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、
施
設
入
所
も
重
度
の
認

定
者
が
優
先
さ
れ
、
今
後
在

宅
で
介
護
を
す
る
方
が
増
え

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
介
護
の
こ
と
は

考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た

方
も
、
あ
る
日
突
然
訪
れ

る
介
護
に
「
何
を
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
？
」「
誰
に

相
談
し
た
ら
よ
い
の
？
」

「
お
む
つ
交
換
は
ど
う

や
っ
た
ら
よ
い
の
？
」「
車

椅
子
へ
の
移
動
は
ど
の
よ

う
に
し
た
ら
よ
い
の
？
」

と
様
々
な
事
に
戸
惑
い
、

「
自
分
に
は
で
き
な
い
」

と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

初
め
て
の
介
護
に
戸
惑
う

こ
と
が
な
い
よ
う
に
介
護
の

知
識
や
技
術
に
つ
い
て
学
び
、

介
護
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
介
護
の
相
談
を
う
け

た
り
、
家
族
介
護
教
室
の
開

催
、
出
前
の
介
護
講
座
も
行

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
介
護
が

必
要
に
な
り
そ
う
、
介
護
に

つ
い
て
関
心
が
あ
る
方
等
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆お問い合わせ先
　甲州市地域包括支援センター
　（介護支援課内）
　☎３２‐５６００

子育てサロン
親子で伸び伸び
気軽に楽しめる交流の場。
　子育て親子が気軽に楽しめる子育てサロン
は、育児の喜びを分かち合う仲間づくりの場
として多くの親子が利用されています。
　また、地区民生委員や助産師などの「子育
てアドバイス」も大好評です。
　参加は無料。ベビーマッサージなど様々な
催しを通じて、親子で伸び伸び楽しめる子育
てサロンへ遊びにきてください。
♪お問い合わせ先　甲州市社会福祉協議会
　　　　　　　　　☎４４‐２６１２

♪場所・期日（午前１０時～）♪

※�開催日は「広報こうしゅう」の情報
カレンダーをご覧ください。
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　４月１２日、恵林寺で信玄公忌が行われました。戦国
武将・武田信玄の命日にあたるこの日、地元住民から「し
んげんさん」と親しまれる信玄公の墓が開放され、多く
の方が墓前に手を合わせ供養する姿が見受けられました。
　また、松里中学校２年生の女子生徒による優雅なる巫
女の舞も奉納され、甲斐の国を築き上げた武田信玄公を
偲びました。

信玄公を偲び
　巫女の舞奉納4.12

墓
前
に
手
を
合
わ
せ
信
玄
公
を

偲
び
ま
し
た

松里中学校２年生の女子
生徒による巫女の舞

　４月５日、塩山地区で春の恒例行事「一斉河川清掃」
が実施されました。
市民の皆さんをはじめ消防団の皆さんも参加し、河川
の草刈りやゴミ拾い、泥上げなどの作業を行い、河川
がきれいになりました。
　参加した皆さんは「普段気付かなかったけど、意外
とたくさんのゴミがあって驚いた」「自分の住むまち
がきれいになって嬉しい」と語り、多くの市民のみな
さまが一つになって取り組むこの一斉河川清掃を通
じ、川が地域の貴重な資源であることを再認識しまし
た。

塩山地域　一斉
河川清掃　開催！4.5

　３月２８日、上東区育成会は大規模災害を想定した
炊き出し訓練を行いました。
　多くの区民が参加した訓練では、市から借りた「防
災用炊き出し器」を使用し、火をおこし、持ち寄った
材料で協力しながらカレーライスを作りました。
　育成会の橋爪会長は「この訓練を通じて、地域で支
え合う共助を学んだと思います」と話してくれました。

共助を学ぶ。
上東区育成会
「炊き出し訓練」

3.28

み
ん
な
で
協
力
し
て
川
を
き
れ
い

に
し
ま
し
た

大規模災害を想定した炊き出し
訓練を行いました

甲州市ニュース甲州市ニュース
まちの話題を　お届けします
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　毎月第１日曜日に開かれている「かつぬま朝市」で４
月５日、初の結婚式が行われました。
　結婚式を挙げたのは、勝沼町の農業生産法人に勤務し
ている東京都出身の山口美展さんと、甲州市地域おこし
協力隊で活躍している香川県出身の祐子さん。
　お互い県外出身者で、仕事を通じて知り合った２人は、
「お世話になっている皆さんから愛されているイベントで
式を挙げたい」と、朝市代表の高安一さんにお願いし、
式を挙げることになりました。
　この結婚式はサプライズで行われ、朝市会場に設けら
れた特設スペースで、ネックレスの交換や誓いの言葉を
交わした後、友人らの楽器演奏に合わせてパレードを行
いました。
　「すご～い」「お幸せになってね」「おめでとう」など来
場者や出店者から大きな祝福の歓声に包まれた２人は、
「素晴らしい思い出になりました」と夫婦の門出をかつぬ
ま朝市からスタートしました。

皆さんから愛される
かつぬま朝市で結婚式

夫婦の門出を祝う
大きな歓声に包まれ移住カップル誕生

4.5 「
お
め
で
と
う
」
と
大
き
な
祝
福
に

包
ま
れ
た
朝
市
会
場

誓いの言葉を笑顔で交わす
山口美展さんと祐子さん

　４月１５日、甲州市観光協会と大菩薩観光協会は雲
峰寺で、大菩薩山開き「介山祭」を開催しました。
　この介山祭は、長編時代小説「大菩薩峠」で知られ
る作家・中里介山を偲び、登山者の安全祈願と併せ昭
和３１年から行われています。
　市観光協会の保坂一久会長は「登山者に無事故で安
全に大菩薩の自然を満喫してほしい」と、介山の冥福
や登山者の安全を願い、参加した皆さんと共に山開き
の喜びを分かち合っていました。

日本百名山
大菩薩　山開き！4.15

　４月１４日、赤尾保育園で甲州みそをつくるワーク
ショップが開かれました。
　講師には五味醤油株式会社６代目の五味仁さんと妹
の洋子さんを招き、園児２５名と保護者の皆さんが参
加しました。
　みそのつくり方を楽しく学べる「てまえみそのうた」
に合わせ、歌って踊りながらみそがどうやって出来上
がるかを学んだ後、実際に麹と大豆を親子で混ぜ合わ
せていき、約５０ｋｇの味噌を作りました。参加した
園児は「楽しかった、おいしく出来上がるのが楽しみ
です」と笑顔で話してくれました。
　今回作成した甲州みそは約半年間ねかせ、１０月に
出来上がり、給食の味噌汁に使うほか、参加した園児
の各家庭に配布する予定です。

みんなで甲州みそを
つくりました♪4.14

中
里
介
山
を
偲
ぶ
と
と
も
に
登
山

者
の
安
全
を
祈
願
し
ま
し
た

「
み
ん
な
で
楽
し
く
み
そ
作
り
♪
」

甲州市ニュース甲州市ニュース
まちの話題を　お届けします
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情
報

information

■
縦
覧
期
間

　
6
月
1
日
（
月
）
ま
で

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

※
休
祭
日
は
除
く
。

■
縦
覧
場
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
税
務
課

　
勝
沼
支
所

　
大
和
支
所

■
縦
覧
で
き
る
方

　

�

甲
州
市
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

（
相
続
人
含
む
）
と
そ
の
同
居
家
族
及
び

納
税
管
理
人
並
び
に
委
任
状
の
あ
る
代
理

の
方

■
縦
覧
に
必
要
な
も
の

　

�
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
納
税
通
知
書
、

運
転
免
許
証
な
ど
）、
印
鑑
、
相
続
人
の

方
は
「
戸
籍
謄
本
」
代
理
人
の
方
は
「
委

任
状
」

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
資
産
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
８
２・
１
８
３
）

　
勝
沼
支
所　
地
域
振
興
担
当

　
☎
44
‐
１
１
１
１

　
大
和
支
所　
地
域
振
興
担
当

　
☎
48
‐
２
１
１
１

固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
）
の

減
免
に
つ
い
て

　

区
や
組
、
自
治
会
な
ど
が
管
理
運
営
し
、

公
共
の
用
に
供
し
て
い
る
固
定
資
産
（
集
会

所
や
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

減
免
の
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
状

況
に
応
じ
て
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
）

の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
等
は
、
納

期
限
の
7
日
前
ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
年
度
の
納
期
限
未
到

来
分
に
つ
い
て
減
免
と
な
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
資
産
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
８
２・
１
８
３
）

身
体
障
害
者
等
の
軽
自
動
車
税　

減
免
申
請
に
つ
い
て

　
こ
の
制
度
は
、
障
害
を
克
服
し
て
社
会
生

活
を
営
む
障
害
者
の
方
々
を
支
援
す
る
た
め

に
軽
自
動
車
税
を
免
除
す
る
制
度
で
す
。

■
申
請
期
限

　
5
月
25
日
（
月
）
ま
で

＊�

申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
平
成
27
年
度
の

減
免
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

■
減
免
区
分

⑴
本
人
運
転

　

�

障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
本

人
自
ら
運
転
す
る
場
合
。

⑵
家
族
運
転

　
�

障
害
者
の
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
も

っ
ぱ
ら
障
害
者
の
方
の
通
勤
、
通
学
、
通

院
等
の
た
め
に
そ
の
障
害
者
の
方
と
生
計

を
一
に
す
る
方
が
運
転
す
る
場
合
。
な
お
、

福
祉
事
務
所
（
市
役
所
本
庁
舎
福
祉
課
）

で
証
明
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶
常
時
介
護
者
運
転

　

�

障
害
者
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の

障
害
者
の
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
も

っ
ぱ
ら
障
害
者
の
方
の
通
勤
、
通
学
、
通

院
等
の
た
め
に
そ
の
障
害
者
の
方
を
常
時

介
護
す
る
方
が
運
転
す
る
場
合
。
な
お
、

福
祉
事
務
所
（
市
役
所
本
庁
舎
福
祉
課
）

で
証
明
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

①�

手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）

②�

車
検
証
（
車
検
証
が
な
い
場
合
は
、
標
識

交
付
証
明
書
）

③�

運
転
免
許
証
（
家
族
運
転
、
常
時
介
護
者

運
転
の
場
合
は
、
運
転
者
の
免
許
証
）

④
印
鑑

⑤�

自
動
車
税
等
に
係
る
減
免
資
格
証
明
書

（
家
族
運
転
、
常
時
介
護
者
運
転
の
場
合

の
み
）。
証
明
書
に
つ
い
て
は
各
手
帳
の

発
行
元
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
注　
意

　

�

減
免
と
な
る
車
両
は
一
人
一
台
で
す
。
普

通
自
動
車
で
減
免
を
受
け
る
場
合
は
、
軽

自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

�

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
と
の
併
用
も

出
来
ま
せ
ん
。
障
害
の
区
分
等
に
よ
っ
て
、

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
減
免
の
継
続

　

�

前
年
度
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た

方
で
、
車
両
の
変
更
や
免
許
の
更
新
な
ど

申
請
内
容
に
変
更
が
な
い
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
年
度
申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
市
民
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
８
４
～
１
８
６
）

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
の　

お
知
ら
せ

　
平
成
27
年
度
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
自
己
の
所

有
す
る
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど

う
か
な
ど
縦
覧
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
市

内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
と
比
較
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
土
地
（
家

屋
）
の
み
の
納
税
者
は
、
家
屋
（
土
地
）
の

縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
縦
覧
帳
簿
記
載
内
容

　

�

土
地
の
地
番
・
地
積
・
価
格
等
、
家
屋
の

所
在
・
家
屋
番
号
・
床
面
積
・
価
格
等
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と
な
り
ま
す
の
で
、
住
民
票
の
写
し
が
請
求

で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
別
世
帯
の
住
民
票
の
写
し
は
、
請
求
者
か

ら
の
委
任
状
（
委
任
内
容
が
不
明
瞭
な
場
合
、

請
求
者
に
ご
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
内
容
に
不
備
が
な
い
よ
う

記
入
し
て
く
だ
さ
い
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※�

専
用
様
式
の
委
任
状
が
ご
ざ
い
ま
す
。
窓

口
や
甲
州
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
頂
い
て
、
委
任
状
の
取
得

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
窓
口
に
来
庁
さ
れ
る
方
の
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
、
健
康
保
険
証
等
）
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
提
示
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
手
続
き
等
で
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
市
民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
０
２
～
１
０
５
）

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る　
　

お
知
ら
せ

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
者
の
病
気
や

ケ
ガ
を
治
療
す
る
医
療
費
に
あ
て
ら
れ
る
大

切
な
財
源
で
す
。

　
市
で
は
、
加
入
者
の
所
得
や
固
定
資
産
税
、

人
数
を
基
準
に
税
額
を
計
算
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
法
令
上
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
の
で
、
世
帯
主
が
社
会
保
険
等

に
加
入
し
て
い
る
場
合
で
も
、
納
税
通
知
書

は
世
帯
主
宛
に
お
送
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

■�

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
の
発
送

に
つ
い
て

　

�

納
税
通
知
書
は
毎
年
７
月
中
旬
に
発
送
い

た
し
ま
す
。
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の

毎
月
末
を
納
期
と
し
て
、
年
税
額
を
８
期

に
分
け
て
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
８

期
分
を
１
回
で
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

�

ま
た
、
世
帯
の
加
入
者
全
員
が
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
方
は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
引
落
し
）
と
な
り
ま
す
。
４

月
、
６
月
、
８
月
の
仮
徴
収
と
10
月
、
12

月
、
翌
年
２
月
の
本
徴
収
で
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

■�

所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯
に
対
す
る
軽
減

拡
充
に
つ
い
て

　

�

平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
こ
の

軽
減
判
定
所
得
が
下
記
の
と
お
り
拡
充
さ

れ
ま
し
た
。

○
５
割
軽
減

　
現　
行
…�

軽
減
判
定
所
得　

33
万
円
＋

24
・
5
万
円
×
（
被
保
険
者
数

＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）

　
改
正
後
…�

軽
減
判
定
所
得　
33
万
円
＋
26

万
円
×
（
被
保
険
者
数
＋
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
数
）

○
２
割
軽
減

　
現　
行
…�

軽
減
判
定
所
得　
33
万
円
＋
45

万
円
×
（
被
保
険
者
数
＋
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
数
）

　
改
正
後
…�

軽
減
判
定
所
得　
33
万
円
＋
47

万
円
×
（
被
保
険
者
数
＋
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
数
）

※�

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
：
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
た
ま
ま
、
75
歳
を
迎
え
る
こ
と

に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し

た
方
。

※�

７
割
軽
減
に
つ
い
て
の
改
正
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
軽
減
判
定
所
得　
33
万
円
）

■�

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
の
見
直

し
に
つ
い
て

　

�

平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
医
療

分
の
課
税
限
度
額
が
51
万
円
か
ら
52
万
円

に
、
支
援
分
の
課
税
限
度
額
が
16
万
円
か

ら
17
万
円
に
、
介
護
分
の
課
税
限
度
額
が

14
万
円
か
ら
16
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。（
合
計
の
課
税
限
度
額
は
81
万
円
か

ら
85
万
円
と
な
り
ま
す
。）

■
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

　

�

災
害
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
や
、
失

業
・
病
気
な
ど
で
所
得
が
著
し
く
減
少
し
、

保
険
税
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
方
は
、

当
該
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　

　
税
務
課　
市
民
税
担
当　

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
８
４
～
１
８
６
）

行
政
相
談
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　
４
月
１
日
付
け
を
も
っ
て
、
次
の
方
が
総

務
大
臣
か
ら
行
政
相
談
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

・
柏
原　
和
仁
さ
ん
（
塩
山
上
粟
生
野
）

・
田
口　
三
紀
夫
さ
ん
（
勝
沼
町
上
岩
崎
）

・
手
塚　
か
よ
子
さ
ん
（
大
和
町
初
鹿
野
）

　
行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
相
談
委
員
法
に

基
づ
い
て
、
総
務
大
臣
が
民
間
の
有
職
者
に

行
政
相
談
の
受
付
け
等
の
業
務
を
委
嘱
し
、

地
域
住
民
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
行
政
相
談
窓

口
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
市
で
は
、
合
同
相

談
所
を
本
庁
舎
第
1
会
議
室
で
毎
月
1
回
開

設
し
、
行
政
相
談
・
人
権
擁
護
・
家
庭
相
談

等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
勝
沼
、
大

和
地
域
で
は
行
政
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

相
談
日
は
広
報
の
「
情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に

掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
６
８

住
民
票
を
請
求
の
際
は　
　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
住
民
票
の
写
し
が
必
要
な
場
合
、
請
求
で

き
る
方
は
本
人
及
び
同
一
世
帯
員
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
同
一
住
所
地
で
も
世
帯
分
離
を

さ
れ
て
い
れ
ば
住
民
基
本
台
帳
上
、
別
世
帯

形状を一新！
新・勝沼オリジナル　　　　
　　　　ワイングラス発表会

■日　時　６月２日（火）午後７時～
■場　所　勝沼醸造株式会社
　　　　　直営レストラン「風」
■定　員　５０名（先着順）
■参加費　３，０００円
※詳細は市ホームページをご覧ください。
◆お問い合わせ先
　産業振興課　ワイン振興室
　☎３２‐５０９２
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農
振
除
外
申
出
の
受
付
に
つ
い
て

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
農
振
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
農

用
地
区
域
内
の
農
地
を
宅
地
等
に
利
用
し
た

い
場
合
に
は
、
農
業
委
員
会
に
農
地
転
用
申

請
を
す
る
前
に
、
農
振
法
に
基
づ
く
農
振
除

外
の
認
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
次
の

と
お
り
申
出
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

⑴
事
前
相
談

　

�

農
振
除
外
は
す
べ
て
の
農
地
で
出
来
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
除
外
で
き
る
可
能

性
が
あ
る
農
地
な
の
か
事
前
に
産
業
振
興

課
農
地
担
当
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
申
出
書
作
成
に
は
時
間
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
事
前
の
相
談
は
お
早
め
に
お
願

い
し
ま
す
。
書
類
の
作
成
が
間
に
合
わ
な

い
と
翌
年
ま
で
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

⑵
申
出
受
付
期
間

　
①
5
月
13
日
（
水
）
～
5
月
29
日
（
金
）

　
②
提
出
先

　
産
業
振
興
課　
農
地
担
当

　
（
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
15
番
窓
口
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
休
祭
日
を
除
く
。

※�

受
付
期
間
を
厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。（
期

間
終
了
後
の
受
付
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

⑶
対
象
の
農
地

　

�

具
体
的
な
計
画
（
住
宅
建
築
等
）
が
あ
り
、

許
可
後
１
年
以
内
に
転
用
申
請
す
る
も
の

に
つ
い
て
、
他
に
代
替
す
る
土
地
が
な
く
、

農
地
の
集
団
性
や
農
業
振
興
計
画
へ
の
支

障
が
無
い
必
要
最
小
限
の
農
地
で
概
ね
１

０
，
０
０
０
㎡
未
満
の
申
出
を
対
象
と
し

ま
す
。

※�

除
外
は
必
要
最
小
限
で
す
の
で
、
計
画
に

必
要
な
面
積
を
算
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑷
申
出
書
類
に
つ
い
て

　

�

申
出
書
は
産
業
振
興
課
（
本
庁
舎
２
階
15

番
窓
口
）
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
。

※
注
意
事
項

ア�

既
に
除
外
さ
れ
て
い
る
農
地
を
所
有
し
て

い
る
場
合
は
そ
ち
ら
土
地
を
使
用
す
る
こ

と
が
優
先
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
所
有
の

除
外
さ
れ
て
い
る
農
地
は
農
振
農
用
地
へ

編
入
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

イ�

以
前
農
振
除
外
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
農

地
転
用
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
申
出
を

受
け
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

ウ�

土
地
基
盤
整
備
・
土
地
改
良
事
業
等
（
畑

地
帯
総
合
整
備
事
業
な
ど
）
に
係
る
地
区

内
の
農
地
に
つ
い
て
は
事
業
が
完
了
し
た

翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
8
年
間
は
除
外
で

き
ま
せ
ん
。

エ�

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
産
業
振
興
課
農

地
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

申
出
書
を
受
付
け
た
農
地
が
必
ず
除
外
で

き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
の
で
ご
承
知
お
き

く
だ
さ
い
。

※�

既
に
除
外
さ
れ
て
い
る
農
地
の
農
振
農
用

地
へ
の
編
入
も
受
付
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課　
農
地
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
２

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と
は

　
消
費
税
率
引
上
げ
の
影
響
を
踏
ま
え
、
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し
、
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
支

給
す
る
も
の
で
す
。

■
対
象
と
な
る
方

　

�

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給

付
を
除
く
）
の
受
給
者
及
び
要
件
を
満
た

す
者

■
対
象
児
童

　

�

対
象
と
な
る
方
の
平
成
27
年
６
月
分
の
児

童
手
当
（
特
例
給
付
を
除
く
）
の
対
象
と

な
る
児
童

■
給
付
さ
れ
る
金
額

　

�

児
童
手
当
の
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

　
３
，
０
０
０
円

※�

詳
し
い
ご
案
内
や
申
請
開
始
に
つ
い
て
は
、

広
報
こ
う
し
ゅ
う
６
月
号
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１

電
波
利
用
環
境
保
護　
　
　
　
　

周
知
啓
発
強
化
期
間

　
総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く
利
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動
及
び
不
法

無
線
局
の
取
締
り
を
強
化
し
ま
す
。

　
電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な
い
大
切

な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル
は
み
ん
な
で

守
り
ま
し
ょ
う
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　

　
関
東
総
合
通
信
局

○
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
３
９

○
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
４
５

○
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受
信
相
談

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
４
４

平成２７年度交通災害共済加入受付中です。
家族揃って加入しましょう！

　この共済は、加入者が交通災害にあった場合に被害の程度によって見
舞金をお支払いする相互救済の制度です。掛金はひとり年間５００円で
共済期間は平成２７年４月１日（中途加入の場合は、その翌日）から平
成２８年３月３１日までとなります。　甲州市に住所を有し、住民基本
台帳に記載されている方なら、どなたでも加入できますので、ご家族そ
ろってのご加入をお待ちしております。
◆申し込み・お問い合わせ先
　市民課　市民生活担当　☎３２‐５０６８（課直通）
　勝沼支所　☎４４‐１１１１
　大和支所　☎４８‐２１１１



21 広報こうしゅう

　
③
住
所　
④
氏
名　
⑤
年
齢　
⑥
職
業

　
⑦
電
話
番
号

■
提
出
期
限

　
5
月
7
日
（
木
）
午
後
5
時
15
分

■
意
見
書
を
提
出
で
き
る
方

　
市
内
在
住
お
よ
び
利
害
関
係
者

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
整
備
課　
公
園
・
道
路
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
２

平
成
27
年
国
勢
調
査
員
を　
　
　

募
集
し
ま
す

　
10
月
１
日
は
、全
国
一
斉
に
「
国
勢
調
査
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
日
本
の
未
来
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
で
、

大
切
な
調
査
で
す
。

　

市
で
は
、「
国
勢
調
査
員
」
と
し
て
、
調

査
業
務
に
理
解
と
熱
意
を
持
っ
て
携
わ
っ
て

い
た
だ
け
る
、
20
歳
以
上
の
方
を
募
集
し
ま

す
。

■
応
募
資
格

・
満
20
歳
以
上
の
健
康
な
方

・�

甲
州
市
内
に
在
住
し
、
居
住
地
区
周
辺
の

地
理
に
詳
し
い
方

・�

責
任
を
も
っ
て
調
査
事
務
が
で
き
、
調
査

で
知
り
得
た
秘
密
を
守
れ
る
方

・�
税
務
・
警
察
・
選
挙
（
選
挙
事
務
所
の
職

員
等
）
に
直
接
関
係
の
な
い
方

・�

暴
力
団
員
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
に

該
当
し
な
い
方

■
募
集
人
数

・
約
１
７
０
名

■
主
な
仕
事
内
容

・
調
査
員
説
明
会
へ
の
出
席

・
調
査
地
域
の
確
認

・�

調
査
票
の
配
布
、
回
収
（
約
70
～
１
０
０

世
帯
）

・
調
査
書
類
の
点
検
・
提
出

■
期　
間

　
８
月
下
旬
～
10
月
下
旬

※�

期
間
中
、
調
査
員
の
身
分
は
非
常
勤
の
国

家
公
務
員
と
な
り
ま
す
。

■
報　
酬

・�

国
の
基
準
に
基
づ
き
支
給
し
ま
す
（
担
当

し
て
い
た
だ
く
調
査
区
数
・
世
帯
数
に
よ

り
異
な
り
ま
す
）。

○
参　
考

　

�

平
成
22
年
に
実
施
し
た
国
勢
調
査
の
平
均

報
酬
額
は
３
８
，
０
０
０
円
で
し
た
。

■
応
募
方
法

　

�

市
役
所
本
庁
舎
市
民
課
お
よ
び
各
支
所
に

備
え
付
け
の
申
込
書
ま
た
は
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
６
月
１

日
（
月
）
ま
で
に
市
民
課
ま
た
は
各
支
所

に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

�

な
お
、
応
募
者
多
数
の
場
合
や
、
調
査
区

等
の
状
況
ま
た
は
調
査
員
と
し
て
適
正
で

な
い
と
判
断
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
お

申
し
込
み
い
た
だ
い
て
も
選
任
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※�

調
査
員
に
選
任
さ
れ
た
方
は
、
6
月
中
に

決
定
通
知
が
届
き
ま
す
。

　

�

熱
意
あ
る
あ
な
た
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
６
８

第
三
次
甲
州
市
行
政
改
革
大
綱

（
案
）
に
対
す
る
ご
意
見
を　
　

お
寄
せ
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
事
務
・
事
業
の
見
直
し
や
、
効

率
的
・
効
果
的
な
運
営
を
目
指
し
、
平
成
18

年
度
か
ら
第
一
次
行
政
改
革
、
平
成
23
年
度

か
ら
第
二
次
行
政
改
革
を
推
進
し
て
き
ま
し

た
が
、
こ
の
度
、
第
三
次
行
政
改
革
大
綱
の

素
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
広
く
皆

さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
閲
覧
場
所

・
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
財
務
経
営
課

・
勝
沼
支
所

・
大
和
支
所

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

■
募
集
期
間　
5
月
11
日
（
月
）
ま
で

■
意
見
提
出
の
対
象
と
な
る
方

①
市
内
に
住
所
の
あ
る
方

②
市
内
に
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
方

③�

市
内
で
事
業
ま
た
は
、
活
動
を
行
う
法
人

や
団
体

④�

市
に
対
し
て
納
税
義
務
が
あ
る
方
、
法
人

や
団
体

⑤�

①
～
④
に
掲
げ
る
も
の
ほ
か
、
計
画
に
関

し
具
体
的
な
利
害
関
係
の
あ
る
方
、
法
人

や
団
体

■
意
見
の
提
出
方
法

　

�

意
見
は
任
意
の
様
式
に
、
住
所
、
氏
名
を

記
入
し
、
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル

ま
た
は
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
や
口
頭
に

よ
る
ご
意
見
は
お
受
け
い
た
し
か
ね
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
先

①
郵
便

　
〒
４
０
４
‐
８
５
０
１

　
甲
州
市
役
所　
財
務
経
営
課

　
行
政
経
営
担
当

②
Ｆ
Ａ
Ｘ　
送
信
先

　

32
‐
１
８
１
８

　
甲
州
市
役
所　
財
務
経
営
課　
あ
て

③
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

zaim
u@

city.koshu.lg.jp

④
持
参
・
提
出
先

・
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
財
務
経
営
課

・
勝
沼
支
所

・
大
和
支
所

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
財
務
経
営
課　
行
政
経
営
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
５

於
曽
公
園
変
更
に
伴
う　
　
　
　

公
聴
会
に
つ
い
て

　
甲
州
市
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
に
基
づ
い

て
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
開
催
す

る
公
聴
会
開
催
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
ご
案

内
い
た
し
ま
す
。

■
日　
時

　
5
月
14
日
（
木
）
午
後
2
時
か
ら

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎

　
1
階　
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

■
事
案
の
概
要

　

�

於
曽
公
園
の
整
備
に
伴
い
区
域
の
変
更
を

行
い
ま
す
。

　

�

意
見
が
あ
る
場
合
、
意
見
書
を
期
日
ま
で

に
都
市
整
備
課
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
意
見
書
の
内
容

　
①
意
見
の
要
旨　
②
意
見
の
理
由
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甲州市住宅リフォーム補助 ～住まいを快適に～
�甲州市では、市内の経済活性化を図ると共に、住環境の向上を目的として、市内の施工業者により行う
住宅リフォーム工事に対して助成を行っています。

■対象者
　�住宅をリフォーム（増改築工事を含む）する方で、
次の条件に該当する方

⑴�工事を行う甲州市内の住宅の所有者で居住してい
る方

⑵市税等の滞納がない方
⑶甲州市内の事業者と請負契約をする方
※�空き家住宅をリフォームする方にも補助制度があ
ります。

■対象住宅
　自己が所有し、自らが居住している個人住宅
※店舗、事務所等の併用住宅は自己居住部分のみ
■補助対象工事
　�対象住宅の増築、一部改築、改修、修繕、模様替え、
設備工事等などの対象工事費が２０万円以上（消
費税含む）のリフォームで、市内の事業者により、
リフォームを行う工事

■補助金の額
・�リフォーム補助
　最高限度額１０万円（工事費の 1割）

・�木造住宅耐震リフォーム補助
　最高限度額２０万円（工事費の 1割）
・空き家住宅リフォーム補助
　最高限度額２０万円（工事費の 2割）
（※�いずれの補助金額について、千円未満の端数は

切り捨てとなります。）
■注意事項
⑴�補助金交付決定前に着手した工事は対象となりま
せん。

⑵建築後 5年を経過した住宅が対象となります。
⑶補助は、同一住宅又は所有者につき 1回限りです。
⑷�今年度の申請受付は１１月１３日（金）までとし
ます。

⑸�平成２８年 3月１０日までに工事が完了する住宅
が対象になります。

　申請書類や対象となるリフォーム内容は、市ホー
ムページや建設課窓口で配布しております。
◆お問い合わせ先
　建設課　住宅・建設担当
　☎３２‐５０７１

事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

労
働
保
険
料
と
一
般
拠
出
金
の　

申
告
・
納
付
は
お
早
め
に

～
６
月
１
日
か
ら
７
月
10
日
ま
で
に
～

○�

労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
年
度
更
新

手
続
き
は
、
６
月
１
日
か
ら
７
月
10
日
の

間
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
法

定
申
告
・
納
付
を
済
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
�

年
度
更
新
申
告
書
の
送
付
は
５
月
末
、
申

告
書
受
理
会
は
６
月
中
旬
以
降
を
予
定
し

て
い
ま
す
。（
申
告
書
受
理
会
の
日
程
等

は
、
申
告
書
に
同
封
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

○�

４
月
１
日
か
ら
労
災
保
険
率
、
労
務
費
率
、

建
設
業
の
請
負
金
額
に
お
け
る
消
費
税
暫

定
措
置
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
改
定
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

○�

雇
用
保
険
は
①
31
日
以
上
雇
用
見
込
み
が

あ
る
こ
と
、
②
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
20
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
の
２
点
を
満

た
す
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
雇
用
保
険

率
の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
梨
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　
☎
０
５
５
‐
２
２
５
‐
２
８
５
２

　
甲
府
労
働
基
準
監
督
署
（
労
災
課
）

　
☎
０
５
５
‐
２
２
４
‐
５
６
１
１

　
都
留
労
働
基
準
監
督
署
（
労
災
課
）

　
☎
０
５
５
４
‐
４
３
‐
２
１
９
５

　
鰍
沢
労
働
基
準
監
督
署
（
労
災
課
）

　
☎
０
５
５
６
‐
２
２
‐
３
１
８
１

「甲州市プレミアム商品券」発売のお知らせ
　地元消費の拡大、地域経済の活性化を図ることを目的に「甲州市プレミアム商品券」を発行します。

■発行総額　２億６千万円
　　　　　　（プレミアム分３０％　６千万円）
■販売内容
　�１セット１３，０００円（１，０００円券１３枚
綴り）を１０，０００円で販売

■発売日
　６月13日（土）、14日（日）２日間

■販売場所　甲州市民文化会館、勝沼市民会館
■利用期間　平成２７年12月12日（土）まで
■取扱店募集　５月８日（金）まで
※�プレミアム商品券のほかに子育て支援商品券の
発行も予定しています。

◆お問い合わせ先
　甲州市商工会　☎３３‐２２３６
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下
水
道
事
業　
　
　
　
　
　
　
　

７
月
か
ら
下
水
道
使
用
料
が
改
定

　
本
市
で
は
、
よ
り
良
い
生
活
環
境
の
推
進
、

適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
な
ど
、
下
水
道
事

業
の
健
全
化
に
向
け
、
平
成
24
年
度
に
下
水

道
事
業
計
画
の
見
直
し
を
着
手
し
、
下
水
道

審
議
会
か
ら
の
答
申
を
受
け
、
平
成
25
年
度

に
下
水
道
計
画
区
域
の
縮
小
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
下
水
道
事
業
の
運
営
に
お
き
ま
し

て
は
、
一
般
会
計
を
圧
迫
し
て
い
る
状
況
に

あ
り
、
受
益
者
負
担
の
原
則
と
公
平
性
を
鑑

み
る
中
で
、
本
年
１
月
23
日
、
下
水
道
審
議

会
か
ら
の
答
申
を
受
け
、
今
議
会
で
甲
州
市

下
水
道
使
用
料
条
例
及
び
甲
州
市
浄
化
槽
の

整
備
に
関
す
る
条
例
の
改
正
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

つ
い
て
は
、
7
月
１
日
（
10
月
請
求
分
）

か
ら
下
水
道
使
用
料
を
改
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
利
用
の
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
整
備
課　
下
水
道
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
８

甲
州
市
国
民
健
康
保
険　
　
　
　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
健
診
助
成

　
甲
州
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
生
活
習
慣

病
の
予
防
・
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
よ
り
、

国
保
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
維
持･

増

進
を
は
か
る
た
め
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
を

一
部
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
者
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

⑴�

甲
州
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
、
平

成
28
年
3
月
31
日
時
点
で
35
歳
か
ら
74
歳

の
方
（
昭
和
16
年
4
月
1
日
か
ら
昭
和
56

年
3
月
31
日
生
ま
れ
の
方
）

⑵�

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
世

帯
の
方

⑶�

同
じ
年
度
内
に
特
定
健
診
及
び
が
ん
検
診

を
受
診
し
て
い
な
い
方

■
助
成
金　
１
人
に
つ
き
２
０
，
０
０
０
円

■
定　
員

　
１
，
２
０
０
名
（
先
着
順
）

■
申
し
込
み
方
法

・
受
付
期
間

　

�

申
込
受
付
中
。
定
員
に
な
り
次
第
終
了

・
受
付
場
所

　
国
保
年
金
課
、
ま
た
は
勝
沼
・
大
和
支
所

　
市
民
福
祉
担
当

・
持
ち
物

　

�

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

■
人
間
ド
ッ
ク
健
診
の
受
診

・
実
施
医
療
機
関

　

�

塩
山
市
民
病
院
、
勝
沼
病
院
、
山
梨
厚
生

病
院
、
加
納
岩
総
合
病
院
、
山
梨
県
厚
生

連
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
、
石
和
温
泉
病
院

ク
ア
ハ
ウ
ス
石
和

・
検
査
内
容　
一
日
人
間
ド
ッ
ク

・
受
診
期
間

　
平
成
28
年
２
月
29
日
（
月
）
ま
で

■
そ
の
他

・�

国
保
人
間
ド
ッ
ク
健
診
の
助
成
を
受
け

る
場
合
は
、
市
総
合
健
診
、
国
保
個
別
医

療
機
関
健
診
、
市
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検

診
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
べ

て
人
間
ド
ッ
ク
健
診
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

・�

申
し
込
み
は
窓
口
で
の
受
付
の
み
と
な

り
ま
す
。
電
話
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課　
保
健
事
業
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
１
５
）

○飼い犬の首輪を確認してください。
・�古くなると切れたり抜けたりしてしまいま
す。年に１度首輪の点検やリードの調整を
行うと同時に、「鑑札」、「狂犬病予防注射済
票」等名札の着用をお願いいたします。

○放飼いは危険です。
・�通行人に危害を加える恐れがあることや他人
の敷地での糞尿被害が発生することなどか
ら、放飼いは絶対に行わないでください。も
し、走らせたい場合は、ドックラン広場など
許可されたところで行うようにしてください。

・�犬の糞の後始末は飼い主の義務です。散歩
の際はビニール袋を持参するなど飼い主が
責任を持って始末してください。

○飼い猫にも首輪をつけましょう。
・�猫は放飼いが一般的ですが、野良猫と区別
をするために首輪を付けましょう。また、
事故防止、寄生虫や感染症の予防のために
も出来るだけ室内で飼いましょう。

・�かわいそうだからといって飼い猫以外に、
餌を与えないでください。野良猫への無責
任な餌やりは、猫が集まって糞尿の臭い、
発情期の鳴声、出産による望まない子猫が
増えるなど近隣住民の迷惑の原因となりま
す。避妊・去勢などを施したうえで管理す
るか、保護して市役所へ届けるなど猫が増
えないようにお願いします。

◆お問い合わせ先
　環境政策課　環境政策担当
　☎３２‐２１１１（内２４３・２４４）

ペットのマナー確認してください

伝統的建造物群保存地区
上条集落見学会

　塩山下小田原の上条集落には、江戸時代の
茅葺切妻造民家がまとまって保存されていま
す。この歴史的風致を後世に伝えていくため、
地元の方々のご協力のもと本年２月に甲州市
の伝統的建造物群保存地区の地区決定を行い
ました。
　これを記念して教育委員会では、次のとお
り上条集落の見学会を開催いたします。山梨
県で２例目となる伝建地区をゆっくりとご案
内しますので、ぜひご参加ください。
■日　時　５月23日（土）
　　　　　午前９時～正午
■集合場所　福蔵院駐車場
　　　　　　（塩山下小田原１００５）
※歩きやすい服装でご参加ください。
※�午前中の開催ですが、集落内の茅葺民家を
開放しますので、昼食をご持参ください。

◆お問い合わせ先
　甲州市教育委員会　文化財課
　☎３２‐５０７６
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甲
州
市
「
宇
宙
の
学
校
」　　
　

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

■
甲
州
市
「
宇
宙
の
学
校
」
と
は
？

　

�

宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）

と
子
ど
も
・
宇
宙
・
未
来
の
会
（
Ｋ
Ｕ
‐

Ｍ
Ａ
）
や
甲
州
市
「
宇
宙
の
学
校
」
指
導

者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
、
身
近
な
教
材

を
使
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
日
常
や
身
の
回

り
で
起
こ
る
事
、
不
思
議
に
思
う
現
象
の

仕
組
み
な
ど
を
親
子
で
協
力
し
な
が
ら
学

ぶ
体
験
学
習
で
す
。

■�

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
内
容
に
つ
い

て
　

�「
宇
宙
の
学
校
」
の
講
師
が
提
供
す
る
教

材
を
使
っ
て
学
習
す
る
親
子
（
市
内
小
学

校
１
，
２
，
３
，
４
年
生
の
親
子
50
組
）

の
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

■
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
資
格
等

　

�

特
に
資
格
は
必
要
と
し
ま
せ
ん
が
、
宇

宙
や
科
学
実
験
に
興
味
が
あ
る
、
中
学
生

以
上
の
方
で
、
平
成
27
年
６
月
～
平
成
27

年
12
月
ま
で
の
休
日
の
日
中
、
年
間
４
回
、

都
合
の
つ
く
限
り
で
お
手
伝
い
た
だ
け
る

方
。

■
主　
催

　
甲
州
市
教
育
委
員
会

■
共　
催　
　

　

�

宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）

宇
宙
教
育
セ
ン
タ
ー
・
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

子
ど
も・宇
宙・未
来
の
会（
Ｋ
Ｕ
‐
Ｍ
Ａ
）

■
場　
所

　
塩
山
ふ
れ
あ
い
館
ほ
か　

　
（
塩
山
小
屋
敷
１
８
１
０
番
地
）

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課　

　
社
会
教
育
担
当

　
〒
４
０
４
‐
０
０
４
５

　
甲
州
市
塩
山
上
塩
後
２
４
０

　
☎
32
‐
５
０
９
７

　
メ
ー
ル

　

s-gakushu@
city.koshu.lg.jp

※�

な
お
、
参
加
対
象
の
市
内
の
小
学
校
１
～

４
年
生
に
は
学
校
を
通
し
て
申
込
用
紙
を

配
布
し
て
あ
り
ま
す
。

受
講
者
募
集　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
27
年
度
市
民
教
養
講
座

「
ス
マ
ホ
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
上
手

に
使
お
う
」

■
日
程
及
び
コ
ー
ス

◎ 

災
害
時
の
情
報
収
集
や
連
絡
手
段
に
活
用

で
き
る
！

※�

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
と
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
と
Ｆ
ａ
ｃ

ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
の
3
つ
の
違
い
！

６
月
16
日
（
火
）

・
Ａ
コ
ー
ス　
午
後
２
時
～
午
後
３
時
30
分

・
Ｂ
コ
ー
ス　
午
後
７
時
～
午
後
８
時
30
分

◎ 

ス
マ
ホ
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
旅
行
の

計
画
を
立
て
よ
う
！

※�

ス
マ
ホ
と
タ
ブ
レ
ッ
ト
だ
け
で
旅
行
計
画

が
で
き
ち
ゃ
う
ん
で
す
！

６
月
17
日
（
水
）

・
Ｃ
コ
ー
ス　
午
後
２
時
～
午
後
３
時
30
分

・
Ｄ
コ
ー
ス　
午
後
７
時
～
午
後
８
時
30
分

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館　

　
　
　
　
　
３
階　
第
２
研
修
室

■
定　
員　
各
コ
ー
ス
20
名
（
先
着
順
）

※�

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

■
受
講
料　
無　
料

■
対
象
者　
※
市
民
ま
た
は
市
内
在
勤
の
方

■
講　
師　
㈱
フ
ォ
ネ
ッ
ト　
ス
タ
ッ
フ

■
申
込
方
法　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
　
　
　
　
（
休
祭
日
を
除
く
）

※�

Ａ
～
Ｄ
の
い
ず
れ
か
の
コ
ー
ス
を
電
話
、

ま
た
は
生
涯
学
習
課（
市
民
文
化
会
館
内
）

に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
社
会
教
育
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
７

甲
斐
の
国
大
和
自
然
学
校　
　
　

第
２
回　
五
感
開
発
講
座

　
自
然
体
験
活
動
の
醍
醐
味
を
五
感
の
活
性

化
を
テ
ー
マ
に
理
論
と
実
践
を
学
ぶ
講
座
を

開
催
し
ま
す
。

　
登
山
や
ア
ウ
ト
ド
ア
の
好
き
な
方
、
教
育

現
場
で
活
動
し
て
い
る
方
、
お
子
様
を
お
持

ち
の
方
な
ど
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■
日　
時　
５
月
30
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時
30
分

■
場　
所　
甲
斐
の
国
大
和
自
然
学
校

　
　
　
　
　
（
大
和
町
田
野
１
１
６
）

■
講　
師　
高
橋　
良
寿

　
　
　
　
　
（
五
感
教
育
研
究
所　
室
長
）

■
テ
ー
マ

　
「
自
然
体
験
活
動
の
意
義
と
価
値
」

　
　
　
　
　
　
～
そ
の
理
論
と
実
践
～

■
内　
容

　

�

自
然
体
験
活
動
に
つ
い
て
の
座
学
や
工
作
、

草
木
観
察
な
ど

■
参
加
費　
１
，
５
０
０
円

■
定　
員　
30
名

■
持
ち
物　
筆
記
用
具
、
昼
食
、
雨
具

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
大
和
自
然
学
校

　
☎
48
‐
２
７
７
９

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　
　

こ
す
も
す
か
ん
ま
つ
り

　
こ
す
も
す
か
ん
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
年
齢
関
係
無
く
楽
し
め
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
６
月
13
日
（
土
）

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
２
時
30
分

■
場　
所

　
塩
山
ふ
れ
あ
い
館

　
（
塩
山
小
屋
敷
１
８
１
０
番
地
）　

■
内　
容

　

�

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ

ン
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
美
的
フ
ェ
イ
シ

ャ
ル
ヨ
ガ
な
ど

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
こ
す
も
す
館
（
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
）

　
☎
33
‐
２
４
８
７



25 広報こうしゅう

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
イ
オ
ワ
州　

エ
イ
ム
ズ
市
訪
問
団
員
を　
　
　

募
集
し
ま
す

　
甲
州
市
国
際
交
流
委
員
会
で
は
、
国
際
友

好
都
市
で
あ
る
エ
イ
ム
ズ
市
へ
の
市
民
訪
問

団
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■
訪
問
期
間

　
平
成
27
年
９
月
17
日
（
木
）
～
24
日
（
木
）

■
訪
問
地

　

�

ア
イ
オ
ワ
州
エ
イ
ム
ズ
市
ほ
か
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
他
の
都
市

■
宿　
泊

　

�

エ
イ
ム
ズ
市
で
の
宿
泊
は
す
べ
て
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
で
す
。

■
募
集
人
員　
20
名

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

■
参
加
資
格

　

�

甲
州
市
民
で
、
国
際
交
流
に
関
心
を
持
ち
、

積
極
的
に
国
際
友
好
親
善
に
あ
た
ろ
う
と

す
る
心
身
と
も
に
健
康
な
20
歳
以
上
の
方
。

■
参
加
費
用

　

�

一
人
に
つ
き
費
用
の
１
／
４
以
内
で
上
限

５
万
円
を
補
助
し
ま
す
。

※
参
考

　
平
成
25
年
度　
一
人
当
た
り
の
経
費

　

２
３
６
，
４
３
０
円

■
募
集
期
限　
５
月
29
日
（
金
）
ま
で

■
申
込
方
法

　

�

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

国
際
交
流
委
員
会
事
務
局
（
市
民
課　
市

民
参
画
・
協
働
担
当
）
窓
口
ま
で
、
郵
送
、

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

応
募
用
紙
は
提
出
先
の
窓
口
、
ま
た
は
市

役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
国
際
交
流
委
員
会
事
務
局

　
（
市
民
課　
市
民
参
画
・
協
働
担
当
）

　
☎
32
‐
５
５
８
３
（
担
当
直
通
）

　
甲
州
市
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

　

気
づ
き
合
お
う
あ
な
た
と
私
の
未あ

し
た来
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　©
段
丹
映
子
・「
ち
い
さ
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
ほ
お
ず
き
書
籍
刊

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
様
が
病
気
の
早
期
発

見
及
び
早
期
治
療
へ
繋
げ
る
た
め
に
、
健
康

診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
健
康
診
断
実
施

に
あ
た
り
、
多
く
の
方
に
受
診
を
し
て
い
た

だ
き
、よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
健
診
を
行
う
た
め
、

各
地
区
の
保
健
環
境
委
員
と
の
協
働
に
よ

り
、
健
康
診
断
希
望
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
５
月
中
に
「
平
成
27
年
度　
甲
州
市
健
康

診
断　
希
望
調
査
票
」
を
各
世
帯
主
あ
て
に

郵
送
し
ま
す
。

　
同
一
世
帯
の
20
歳
以
上
の
ご
家
族
に
つ
い

て
、
総
合
健
診
や
各
種
が
ん
検
診
等
の
受
診

希
望
の
有
無
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入

し
た
調
査
票
は
各
地
区
の
保
健
環
境
推
進
員

に
５
月
25
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
組
に
入
っ
て
い
な
い
方
は
直
接
市

役
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

※�

保
健
環
境
推
進
委
員
は
、
各
組
単
位
に
１

名
お
り
、
組
長
が
兼
ね
て
い
る
地
区
も
あ

り
ま
す
。

※�

健
診
日
程
や
内
容
等
詳
細
に
つ
い
て
は
、

希
望
調
査
票
に
同
封
さ
れ
て
い
る
『
健
康

カ
レ
ン
ダ
ー
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課　
健
康
企
画
・
医
療
担
当

　
☎
32
‐
５
０
１
４

☆
健
康
診
断
希
望
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

利用しませんか？
生涯学習カルチャーバンク
■利用できる方
　�市内に在住、または市内の事業所に勤務する個人及
びグループとします。

■活動までの流れ
①�指導者は「甲州市生涯学習カルチャーバンク」に
登録していただきます。

②��利用者（学習を始めたい方）に、カルチャーバンク
登録者の中から希望に合った指導者を紹介します。

　�（登録内容については、甲州市民文化会館備え付
け及び市ホームページ掲載の甲州市生涯学習カル
チャーバンク名簿をご覧ください。）

③�利用者と指導者で話し合っていただき、条件が合
意に達すれば活動がスタートします。

■指導者の登録方法
　�生涯学習カルチャーバンクへの登録を希望する方
は、公共施設に備え付け及び市ホームページ掲載の
「甲州市生涯学習カルチャーバンク登録申請書」に
必要事項を記入し、申込先までご提出ください。

※�登録は１８歳以上の個人・団体どちらでも可能です。
◆申請書の提出・お問い合わせ先
　甲州市教育委員会　生涯学習課　社会教育担当
　（甲州市民文化会館内）
　☎３２‐５０９７　３２‐３３９１
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Ｇ
Ｗ
は
し
ゃ
か
ど
う
へ
集
合
！

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
は
、
し
ゃ
か
ど
う
で

土
偶
作
り
を
し
ま
せ
ん
か
。

■
開
催
日

　
５
月
２
日
（
土
）
～
５
月
５
日
（
火
）

■
開
催
時
間

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

　
（
30
分
程
度
で
作
れ
ま
す
。）

■
参
加
費　

２
０
０
円
（
材
料
費
）

※�

申
し
込
み
不
要
。
作
っ
た
も
の
は
持
ち
帰

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
御
坂
路
を
歩
こ
う
】

　
新
緑
の
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
御
坂
路
を
歩

き
ま
し
ょ
う
。
今
回
は
御
坂
町
藤
野
木
～
御

坂
城
跡
を
歩
き
ま
す
。

■
開
催
日

　
５
月
23
日
（
土
）

■
時　
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

■
持
ち
物　
昼
食
、
飲
み
物
（
雨
具
）

■
参
加
費　

２
０
０
円
（
保
険
代
）

■
定　
員　
20
名　
※
要
申
込
み

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
経　
路

　

�

藤
野
木
～
行
者
平
～
石
畳
～
御
坂
城
跡
～

藤
野
木

■
そ
の
他

・
雨
天
の
場
合
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

・�

集
合
場
所
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
申
込

み
後
に
連
絡
い
た
し
ま
す
。

青
楓
美
術
館
開
館
４
０
周
年
記
念

【
津
田
青
楓
の
描
い
た
花
た
ち
】

　
津
田
青
楓
の
描
い
た
花
た
ち
を
こ
の
機
会

に
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
会　
期　
開
催
中
～
６
月
１
日
（
月
）

■
会　
場　
企
画
展
示
室

【
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
利
用
券
／

釈
迦
堂
パ
ス
ポ
ー
ト
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
】

　
市
内
在
住
の
小
学
生
は
利
用
券
提
示
（
新

小
学
１
年
生
は
窓
口
で
お
伝
え
く
だ
さ
い
）

で
、
本
人
と
同
伴
の
ご
家
族
が
入
館
無
料
に

な
り
ま
す
。

【
釈
迦
堂
ふ
ぁ
ん
ク
ラ
ブ
募
集
中
】

　
釈
迦
堂
ふ
ぁ
ん
ク
ラ
ブ
会
員
（
年
会
費
１
，

０
０
０
円
）
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
会
報

年
４
回
程
度
、
１
年
間
入
館
無
料
。

■
開
館
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で
）

○
休
館
日

　
火
曜
日

※
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
は
無
休
で
す
。

■
入
館
料

　
一
般
・
大
学
生　

２
０
０
円

　
小
中
高
生　
　
　
１
０
０
円

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館

　
☎
47
‐
３
３
３
３

釈
迦
堂
博
物
館
だ
よ
り

　様々なゲームを通じて協調性やリーダーシップを養うた
めに、フィールドアドベンチャーとスポーツ大会を開催い
たします。　ハンターから逃れて最初のなぞときのカギを
手に入れ、チームごとに次々と手がかりを（なぞとき）を
探すわくわくドキドキの冒険がいっぱい！
　さらに、いろんな技に挑戦のなわとびや 10人 11 脚で
の競い合い、腕相撲大会など盛りだくさん。お友達や兄弟
と一緒に 1日楽しめちゃう！おやつ交換タイムもあるよ !?
■日　時　5月24日（日）　午前９時～午後３時
■場　所　塩山Ｂ＆Ｇ海洋センター、塩山ふれあい公園
■内　容
　フィールドアドベンチャーマッスルスポーツ
　おやつ交換タイム
■参加費　５００円
■定　員　１００名
■申込方法
　�お電話にてご予約をしてください。定員になり次第締め
切りとなりますのでご了承ください。

◆申し込み・お問い合わせ先
　塩山Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎３２‐１５９６

なぞときフィール
ドアドベンチャー

＆

マッスルスポーツ
大会

～ダンジョン攻略や体力自慢のわんぱくキッズ大集合～

なぞときフィール
ドアドベンチャー

＆

マッスルスポーツ
大会

６
月
２
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
沼
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
が　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
！

　
老
朽
化
に
伴
い
改
修
を
行
っ
て
い
た
勝
沼

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
が
６
月
２
日
（
火
）

か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　
な
お
、管
理
運
営
は
指
定
管
理
者
の
（
株
）

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
報
徳
が
行
い
ま
す
。

■
ご
利
用
案
内

○
休
館
日

　

�

月
曜
日
及
び
10
月
１
日
～
翌
年
の
５
月
31

日
ま
で
の
日

○
利
用
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
５
時
ま
で

○
利
用
料
金　

　
中
学
生
以
下�

�

50
円

　
高
校
生�

�

１
０
０
円

　
一
般
（
市
民
）��

２
１
０
円

　
一
般
（
市
民
以
外
）�

３
２
０
円

　
65
歳
以
上
の
市
民�

無
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
㈱
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
報
徳

　
神
奈
川
県
小
田
原
市
堀
之
内
４
５
８
番
地

　
☎
０
４
６
５
‐
37
‐
４
６
０
０

　
勝
沼
中
央
公
民
館

　
☎
44
‐
２
１
０
０
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日　時 ５月１２日（火）～７月２４日（金）まで（全１０回）

対　象 ・Ａ（火曜日クラス・木曜日クラス）　初心者の小学生
・Ｂ（金曜日クラス）　　　　　　　　板なしキックで７ｍ以上泳げる小学生

時　間 各クラス　午後４時１５分～午後５時１５分

受講料 ４，０００円（税別）

小学生水泳教室　～夏に向けて！強い身体づくり～

日　時 ５月１２日（火）～７月１６日（木）まで（全１０回）

内　容
・

対　象

※①～④のいずれかにお申し込みください。
・初級者（火曜日）　　　　　　はじめての方大歓迎！
　　　　　　　①昼の部　午後１時１５分～午後２時５分
　　　　　　　②夜の部　午後８時１０分～午後９時
・中級者（火曜日・木曜日）　　クロール・背泳ぎが２５ｍ泳げる方
　　　　　　　③火曜日　午後２時１０分～午後３時
　　　　　　　④木曜日　午後８時１０分～午後９時

受講料 ６，０００円（税別）

日　時 ５月１３日（水）～７月１５日（水）まで（全１０回）
毎週水曜日　午後８時～午後９時

対　象 健康な成人（市民のみ）

受講料 ６，０００円（税別）

大人向け健康運動教室 ～さあ春だ！新しいことに挑戦しよう！～

　大人気のやさしいヨガ！リラックス効果や柔軟性を上げ、全身の歪みやバランス
を整えながら、体の内側から美しくなりましょう。

日　時
※①～②のいずれかにお申し込みください。
　５月１２日（火）～７月１４日（火）まで（全１０回）毎週火曜日
　　①朝の部　午前１０時３０分～午前１１時１５分
　　②夜の部　午後８時～午後８時４５分

受講料 ６，０００円（税別）

　徐々に心拍数を上げ、軽快な音楽に合わせて有酸素運動や筋力トレーニングを取
り入れて、基礎代謝を上げていく、メタボリック解消にも有効な教室です。

日　時 ５月１３日（水）～７月１５日（水）まで（全１０回）
　　毎週水曜日　午後８時３０分～午後９時１５分

受講料 ６，０００円（税別）

やさしいヨガ／アクティブ・シェイプ

日　時 毎月第１・３・４　木曜日　午後１時３０分～午後２時４５分
　　　　　　　　　※祝日等重なった場合、一部変更もございます。

費　用 ３，０００円（税別・月謝制）

申込方法 直接窓口にてお申し込みください。※カルチャー教室については常時お申込み可

フラダンス

成
人
水
泳
教
室

水
中
　
　

シ
ェ
イ
プ

や
さ
し
い
ヨ
ガ

ア
ク
テ
ィ
ブ
・

シ
ェ
イ
プ

■
申
込
期
限

　

�

小
学
生
水
泳
教
室・大
人
向
け
健
康
教
室・各
種
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
お
申
し
込
み
は
、５
月
10
日
（
日
）

ま
で
に
お
電
話
で
予
約
の
う
え
、
直
接
窓
口
に
て
受
講
料
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー　
☎
32
‐
１
５
９
６

※
営
業
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
９
時
30
分　
※
休
館
日　
月
曜
日



28平成27年５月

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員

　
５
名
（
相
談
者
１
人
に
つ
き
40
分
以
内
）

※�

こ
の
無
料
法
律
相
談
は
、
完
全
予
約
制
で

す
。
５
月
11
日
（
月
）
午
前
８
時
30
分
か

ら
電
話
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
無
料
法
律
相
談
事
務
局

　
☎
44
‐
２
６
１
２

無
料
消
費
生
活
相
談

　
市
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
多
重
債
務
な
ど
、

消
費
生
活
に
関
す
る
無
料
相
談
を
開
設
し
ま

す
。

■
日　
時

　
５
月
22
日
（
金
）

　
午
前
の
部　
午
前
9
時
～
正
午

　
午
後
の
部　
午
後
１
時
～
午
後
4
時

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
市
民
相
談
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員

　
12
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

■
内　
容

　

�

消
費
生
活
関
連
、
架
空
請
求
、
訪
問
販
売

等
に
関
す
る
消
費
者
保
護
手
続
、
サ
ラ
金
、

多
重
債
務
、
相
続
、
遺
言
な
ど

※�

こ
の
無
料
消
費
生
活
相
談
は
、
完
全
予
約

制
で
す
。
５
月
７
日
（
木
）
午
前
８
時
30

分
か
ら
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・�

相
談
す
る
事
項
を
よ
く
整
理
し
、
関
係
書

類
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

合
同
相
談

■
日　
時　
５
月
14
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
１
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　

�

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し
て

い
ま
す
。
行
政
、
人
権
、
家
庭
の
こ
と
で

お
悩
み
の
方
は
、
こ
の
機
会
に
是
非
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

勝
沼
・
大
和
地
域
行
政
相
談

■
日　
時　
５
月
15
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

■
場　
所

　
大
和
ふ
る
さ
と
会
館　

２
階　
研
修
室
３

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　

�

行
政
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、

こ
の
機
会
に
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

６
月
１
日
は　
　
　
　
　
　
　
　

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
で
す

　
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

■
日　
時　
６
月
１
日
（
月
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
場　
所　

　
恩
賜
林
記
念
会
館　

２
階　
和
室

　
勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー　

２
階　
会
議
室
Ａ

　
（
勝
沼
支
所
敷
地
内
）

　
大
和
地
区
公
民
館　
１
階

　
（
大
和
支
所
敷
地
内
）

■
相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

■
相
談
内
容

　

�

い
じ
め
、
親
族
間
ト
ラ
ブ
ル
、
差
別
、
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
、
児
童
虐
待
、
ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ
る
相
談
等

※
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

無
料
法
律
相
談

■
日　
時

　
５
月
15
日
（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　

２
階　
第
２
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員

　
６
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※�

こ
の
無
料
法
律
相
談
は
、
完
全
予
約
制
で

す
。
５
月
７
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か

ら
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・�

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、
回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

無
料
法
律
相
談
（
休
日
）

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
平
日
は
忙

し
く
て
相
談
に
行
け
な
い
と
い
う
方
に
、
休

日
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
悩

み
ご
と
の
あ
る
方
は
電
話
に
て
申
込
み
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
日　
時

　
５
月
30
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
午
後
12
時
20
分　

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館�

２
階�

第
１
会
議
室

『Our world.Your move.
～人間を救うのは、人間だ～』
（赤十字運動スローガン）
ヒューマニティキャンペーン

やまなし 2015
５月は赤十字運動月間です。

◆日本赤十字社�甲州市地区◆
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�

毎
月
第
３
金
曜
日
に
も
の
忘
れ
相
談
を
行

っ
て
い
ま
す
。

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
市
民
会
議
室
Ｂ

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
内
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０

障
害
者
生
活
支
援
相
談

時
間
外
相
談
日
（
予
約
制
）

　
平
日
の
日
中
は
忙
し
く
て
市
役
所
ま
で
行

け
な
い
と
い
う
方
、
電
話
・
来
所
に
て
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
す
べ
て
の
日
程
で
予
約
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
時
間
外
相
談
日
〕

■
日　
時　

◎
水
曜
日
（
午
後
５
時
15
分
～
午
後
７
時
）

　
５
月
13
日
、
20
日
、
27
日

◎
土
曜
日
（
午
後
１
時
～
午
後
４
時
）

　
５
月
２
日
、
９
日
、
16
日
、
23
日
、
30
日

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

同
じ
障
害
を
持
つ
相
談
員　
　
　

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
相
談

（
予
約
制
）

　
障
害
を
持
つ
人
の
悩
み
は
同
じ
障
害
を
持

つ
人
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
経
験
を
積
み
重
ね
た
障
害
者
自
身

が
、
同
じ
立
場
に
た
っ
て
悩
み
を
聞
き
相
談

に
の
り
ま
す
。
１
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
視
覚

　
石
原
テ
ル
氏　
　
　
　
☎
33
‐
２
４
８
９

■
聴
覚

　
遠
藤
養
蔵
氏　
　
　
　

33
‐
９
１
９
２

■
肢
体

　
羽
村
千
鶴
氏
（
肢
体
）
☎
32
‐
１
２
２
４

　
中
村
安
孝
氏
（
脳
原
性
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
44
‐
２
２
４
０

■
知
的
障
害
児
保
護
者

　
田
中
美
津
江
氏　
　
　
☎
32
‐
２
２
４
７

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

※�

相
談
日
・
時
間
帯
に
つ
い
て
、
ま
た
来
所

で
き
な
い
方
に
つ
い
て
も
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

障
害
者
陶
芸
教
室

　
障
害
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
と
し
た
陶
芸

教
室
を
開
催
し
ま
す
。
は
じ
め
て
の
方
で
も

丁
寧
に
指
導
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
５
月
12
日
（
火
）

　
午
後
１
時
～

■
場　
所　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

■
定　
員　
15
名
程
度

■
参
加
費　
材
料
費　
１
０
０
円

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

こ
こ
ろ
の
専
門
相
談

　
心
の
問
題
で
悩
ん
で
い
る
方
や
そ
の
ご
家

族
の
相
談
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
応
じ
ま
す
。

来
所
で
き
な
い
場
合
は
ご
自
宅
等
へ
の
訪
問

も
可
能
で
す
の
で
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※
こ
の
相
談
は
完
全
予
約
制
で
す

〔
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時

　
５
月
20
日
（
水
）

　
午
後
2
時
30
分
～
午
後
4
時
30
分

■
申
し
込
み　
５
月
13
日
（
水
）
ま
で

〔
臨
床
発
達
心
理
士
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時

　
毎
月
第
１
・
第
3
火
曜
日
の
午
前
中

■
申
し
込
み　
随
時

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　

33
‐
２
３
０
７

介
護
者
の
会
『
四
つ
葉
の
会
』　

例
会
の
お
知
ら
せ

■
日　
時　
５
月
12
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～

■
内　
容　
介
護
者
同
士
の
交
流
会

■
対　
象

　

�

会
員
、
介
護
に
携
わ
っ
て
い
る
方
、
介
護

に
つ
い
て
関
心
の
あ
る
方

■
申
込
方
法

　

�

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
電
話
に

て
５
月
8
日
（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

■
場　
所　

�

甲
州
市
民
文
化
会
館

　
　
　
　
　

２
階　
第
２
会
議
室

■
そ
の
他

　

�

参
加
に
あ
た
り
、
交
通
手
段
に
お
困
り
の

方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０

も
の
忘
れ
相
談

　
も
の
忘
れ
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
も
の
忘

れ
の
あ
る
方
へ
の
対
応
方
法
ま
で
何
で
も
結

構
で
す
。
専
門
医
が
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日　
時　
５
月
15
日
（
金
）
午
後
３
時
～

※�

こ
の
相
談
は
、
無
料
・
完
全
予
約
制
で
す
。

５
月
13
日
（
水
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

塩山駅南口
市民ギャラリー
文化協会書道部による作品を

展示いたします。

５月７日（木）～６月１日（月）
　

※�展示内容・期間につきましては、
　変更になる場合もあります。

◆　甲州市教育委員会　◆
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安全で楽しい登山をするために・・・
　４月から６月の春山シーズンには県内外から
数多くの登山者が訪れることが予想されます。
それに伴い、山岳遭難の発生も懸念されます。
　登山をする方は事前の準備や登山中の危険防
止に十分注意を払うことが必要です。
★　経験や体力に応じた山を選びましょう
★　無理のない日程を組みましょう
★　できるだけ単独登山は避けてください
★　無理だと思った時には「引き返す勇気」を！
◎�万が一の捜索や救助活動に備え、�入山の１０
日位前を目途に管轄警察署に�「登山計画書」
を提出してください。

不動産無料相談
■日　時　５月21日（木）午後１時～午後３時
■場　所　杜の交流館（峡東森林組合）
　　　　　☎３３‐２９０１
◆申し込み・お問い合わせ先
　　　（社）山梨県宅地建物取引業協会　相談室
　　　　　☎０５５‐２４３‐４３０４

市の人口 ※平成２７年４月 1 日現在
（　）内前月比

人口 3 3 , 5 0 3 人 （－ 148 人）
男 1 6 , 1 9 7 人 （ー 79 人）
女 1 7 , 3 0 6 人 （－ 69 人）

世帯 1 3 , 2 2 5 世帯（－ 18 世帯）

◎社会教育事業へ
・菊島二千男さん（赤尾）
◎甲州市社会福祉協議会へ
・塩山北中学校生徒会
・公益社団法人　山梨法人会
　女性部会部会長　今村英子さん

温かな善意ありがとうございました

みんなでつくろう安全・安心のまち

日下部警察署・各種防犯団体

下校時間帯に
子どもの見守り活動を

春山シーズン到来

日下部警察署：地域課
２２－０１１０（代表）

山梨厚生病院　入口 140 号沿いすぐ！

〒405-0031 
山梨市万力 70-1

TEL・FAX　
0553-39-9122

山梨厚生病院処方せん受付

山梨厚生病院

140 号線

お薬を早くお渡しできるよう努力いたします！

どこの医療機関の処方せんも受付しております！

有
料
広
告

有
料
広
告
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＊お問合せ＊

勝沼図書館 ☎44-3746
塩山図書館 ☎32-1505
大和図書館 ☎48-2921
甘草屋敷子ども図書館
　　　　　 ☎33-5926●ホームページ

　http://www.l ib-koshu.jp/

　子ども達への読書推進の一環として、市内の保育所・保育園・幼稚園・小学校・児童クラブ等に定期的に
訪問させていただいています。
　本の貸出と共に、年齢に応じたおはなし会・アニマシオン・ブックトーク・利用案内等を行っています。
本を紹介した時の子ども達の笑顔が、私達の元気の源です！

絵本『みんなでんしゃ』絵本原画展
☆会期：5月31日（日）まで開催中！
☆会場：甘草屋敷子ども図書館
　　春の優しい色があふ
　れる原画です。
　電車好きの男の子には
　ぜひ見せてあげたい絵
　本です！

勝沼図書館おりがみ教室①
☆日時：5月２日（土）　午後２時～　
☆会場：勝沼図書館
＊大人向け　定員１５名
　「番傘・あじさい」
＊子ども向け　定員１５名
　「かさ・くまのジャッキー」

勝沼図書館ブックリサイクル
☆日時：5月３日（日）・５日（火）・６日（水）
　　　　各日午前 10時～午後 4時

勝沼図書館蔵書点検のお知らせ
６月１日（月）～12日（金）まで

蔵書点検作業のため休館させていただきます。

お父さんのおはなし会
☆日時：5月９日（土）　午前 10時 30分～
☆場所：甘草屋敷子ども図書館
☆内容：
　市内在住のお父さん達
による、乳幼児から幼児
向けの絵本の読み聞かせ
やわらべうたの紹介です。

知的書評合戦
ビブリオバトル IN塩山⑤

☆日時：６月13日（土）　午後５時 30分～
☆会場：塩山図書館
　当日の観覧は自由です。今回もどんな熱いバトルが
繰り広げられるのか、お楽しみに！

パークライブラリー＆縁側カフェ
☆日時：5月９日（土）・10日（日）
　　　　午前 10時～午後 4時まで
　甘草屋敷の庭に設置したブースで親子や友達同士で
一緒に絵本を読んでみよう！
　全部まわると、すてきなプレゼントが♪どなたでも
参加できます。

 今年度も訪問しまーす♪「巡回図書館」
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手
て

塚
づか

 愛
あい

彩
る

ちゃん（７ヶ月）

いつもニコニコしてて我が家の
アイドルです♡元気にすくすく
大きくなってね！！
父・雄二さん、母・有紀さん

（藤 木）

我が家の宝。三人がいつまでも最
高の笑顔でいられますように。

父・英之さん、母・澄依さん
（上於曽）

２人仲良く保育園へ通っています。
いっぱい遊んでいっぱい食べてすく
すく大きくなってね♡

父・和外さん、母・ひとみさん
（小佐手）

石
いし

田
だ

 詩
し

織
おり

ちゃん（４歳） 蛍
ほたる

ちゃん（２歳）

◆お申し込み・お問合せ
　政策秘書課　秘書・広聴広報担当　TEL32-5063
　ホームページアドレス http://www.city.koshu.yamanashi.jp

鶴
つる

田
だ

 大
ひろ

翔
と

くん（７歳） 勇
はや

翔
と

くん（５歳）

　　   結
ゆ

依
い

菜
な

ちゃん（10 ヶ月）　　　　　

ナイスフォトナイスフォト

nicephoto

市役所本庁舎前

ポケットパーク

（仮称）の芝桜

がきれいに咲い

ています

（４／２３）


